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審査内容 

１ 認定第１号 令和元年度甲斐市一般会計歳入歳出決算認定の件 
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開会 午前 ９時２８分 

 

○書記（長田大地君） おはようございます。 

  ただいまから決算審査特別委員会を始めさせていただきます。 

  本日は、決算参考資料のナンバー４、７、８、９と「指定管理者導入施設の実績について」

を使いますので、ご用意をお願いいたします。 

  それでは、委員長挨拶、清水副委員長、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

  今日は、台風10号の関係で朝から大変足元が悪い中をご参集いただきましてありがとう

ございます。 

  本日は、有泉委員長に代わりまして私が進行をさせていただきますので、どうぞよろしく

お願いします。 

  また、不慣れではございますけれども、議事進行がスムーズに進みますように、皆様方の

ご協力をお願いいたしまして朝の挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  それでは、座らせていただきます。 

  ただいまの出席委員は18名です。定足数に達しておりますので、これより決算審査特別

委員会を開会いたします。 

  また、内藤委員は遅刻の旨の連絡がありましたので、ご報告いたします。 

  本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○副委員長（清水和弘君） 本日も一般会計の決算審査を行います。限られた時間内の審査で

すので、委員各位のご協力をお願いいたします。 

  審査に当たり、質疑は一問一答で行い、質問の際は、決算参考資料のページと事業名を言

っていただき、簡潔にお願いいたします。また、当局側の答弁も簡潔に説明していただきた

いと思います。皆さんのご協力をお願いします。 

  それでは、審査に入ります。 
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  認定第１号 令和元年度甲斐市一般会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。 

  初めに、環境課より、４款衛生費、２項環境衛生費から３項清掃費及び８款土木費、４項

都市計画費並びに13款諸支出金、１項基金費のうち環境課所管の事業について説明を求め

ます。 

  なお、説明、答弁は簡潔にお願いいたします。 

  それでは、酒井課長、お願いいたします。 

○環境課長（酒井厚志君） 改めまして、おはようございます。環境課です。よろしくお願い

いたします。 

  それでは、環境課が所管いたします一般会計の決算について、歳出を中心にご説明をさせ

ていただきます。 

  決算書につきましては、86ページから91ページになります。決算参考資料につきまして

はナンバー４の６ページから、また、主要施策の成果につきましては、11ページ下段から

となります。 

  ここで、誠に申し訳ありませんが、資料に誤りがありますので、決算参考資料に１件、主

要施策の成果に１件ありましたので、訂正をお願いいたします。 

  まず、決算参考資料の８ページのナンバー２、環境審議会費の事業内容のところで、委員

報酬の人数が19人となっておりますが、正しくは16人でありますので、訂正をお願いいた

します。 

  次に、主要施策の成果12ページの施策の成果内容が記載されている列の丸印があると思

うんですが、このタイトルの上から５つ目のごみ減量化運動補助金事業、この中に資源ごみ

回収報奨金の双葉地区の女性団体数が44件になっておりますが、正しくは40件ですので、

訂正をお願いいたします。お手数をかけ誠に申し訳ございません。 

  それでは、決算参考資料を中心にご説明させていただきます。 

  まず、決算書と決算参考資料に相違部分がございますので、先にご説明をさせていただき

ます。 

  決算書87ページ上段、１目環境衛生総務費の支出済額が１億6,200万1,132円であります

が、89ページ上段、右側備考欄の16簡易水道事業特別会計繰出金6,358万4,094円及び17小

規模水道維持事業13万1,163円につきましては、上下水道部上水道課の所管でございますの

で、この金額を除いた9,828万5,875円が環境課分でございます。参考資料の７ページの１

目環境衛生総務費の支出済額の合計額9,828万5,875円と一致いたしますので、ご了承をお
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願いいたします。 

  それでは、決算参考資料６ページの４款衛生費、２項環境衛生費、１目環境衛生総務費よ

り、順次ご説明をさせていただきます。 

  ナンバー01環境衛生関係職員費につきましては、環境課正職員11人分の給料、職員手当、

共済費でございます。財源内訳としまして、その他財源167万9,579円につきましては、保

健衛生手数料の狂犬病予防注射済証交付手数料の一部として85万379円、犬の登録手数料79

万7,200円、犬抑留手数料３万2,000円を充当しております。 

  次に、ナンバー10一般管理事業（環境衛生費）につきましては、親子環境ツアーの随行

のための職員旅費で、親子環境ツアーは、11月20日、21組42人の親子の参加を得て、神奈川

県の宮ヶ瀬ダム、水とエネルギー館などの見学を行ったところであります。その他、消耗品

や郵送料のほか、法令外負担金は環境パートナーシップやまなしに対する負担金であります。 

  次に、ナンバー11環境委員会費につきましては、各自治会から選出をお願いしておりま

す環境委員136人分の報酬、事務用消耗品、郵便料でございます。 

  次に、ナンバー12環境美化事業につきましては、河川清掃の際に各地区で使用します石

灰やごみ袋などの消耗品、各種連絡のための郵送料、それから、河川清掃で搬入されました

土砂の処理委託費、土砂置場での重機の借上げ料などであります。 

  また、一番下にあります環境美化事業補助金につきましては、各自治会への環境美化事業

に対する補助金でありまして、この補助金は、河川清掃や地域の清掃活動など環境美化に対

する助成ということで、１自治会当たり均等割を１万2,000円とし、世帯当たり250円を加

算した金額を基準として補助するもので、総額で963万4,500円を支出したところでござい

ます。 

  次に、７ページをお願いいたします。 

  ナンバー13雑草除去対策事業につきましては、雑草除去対策に関する消耗品、雑草繁茂

の除去指導のための郵便料、それから、敷島地区焼却灰埋立地の雑草除去の委託料でござい

ます。 

  次に、ナンバー14狂犬病予防、野犬対策事業につきましては、狂犬病予防事業関係は、

狂犬病予防集合注射の通知代や予防注射の済証などであります。野犬対策事業関係といたし

ましては、適正飼育啓発用品等ということで、犬の登録の鑑札やマナー啓発看板等の消耗品

などであります。財源内訳のその他の51万6,711円は、保健衛生手数料の狂犬病予防注射済

交付証手数料の一部でございます。 
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  次に、ナンバー15犬猫不妊去勢手術費助成事業についてでありますが、補助金額を手術

費の２分の１の額とし、限度額を犬につきましては不妊手術が8,000円で、補助件数が66頭、

去勢が5,000円で67頭、猫については限度額が不妊手術が5,000円で、補助件数が102頭、去

勢が3,000円で96頭、合計で331件、166万700円を補助金として支出しました。また、郵便

料は、交付決定通知等を送付するものでございます。なお、令和元年度は予算額を上回る申

請があったため、６ページのナンバー12の環境美化事業から26万円を流用して対応したと

ころでございます。 

  続きまして、８ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、２項環境衛生費、２目環境保全費についてご説明いたします。 

  決算書は、引き続き88、89ページであります。 

  まず、ナンバー01環境保全事業でありますが、支出済額は620万1,593円であります。財

源内訳のその他20万5,620円につきましては、ラザウォークの株式会社アピタ双葉さんと葬

祭業者の株式会社イズモさんの２社からの寄附金でございます。毎年この２社からは、環境

活動に役立ててほしいとのことで寄附金を頂いております。２社の金額でございますが、ア

ピタ双葉さんは有料レジ袋の売上げの一部として15万5,620円、イズモさんは5,000円を寄

附して頂いております。 

  環境保全事業の主な支出の内容でございますが、環境講座の講師謝礼、環境講座に対する

消耗品。環境副読本印刷は、毎年、市内の小学５年生を対象に配布しているところであり、

850部の印刷を行いました。 

  また、河川水質検査等の検査は551万8,920円でありますが、毎年、環境監視測定事業と

して市内の各所で行っている検査で、市内を流れる１級河川や小河川の水質検査、また、既

存の井戸を利用して行います地下水の水質検査など、そのほか権限移譲に伴う自動車騒音測

定を行っているところでございます。環境測定の結果につきましては、例年、環境審議会に

報告した後にホームページで公表しており、令和元年度の測定についても既に公表したとこ

ろでございます。なお、検査結果といたしましては、特に問題のある数値等は出ておりませ

ん。その他、環境ツアーのバス借上料のほか、13市環境保全対策連絡協議会の負担金が、

環境保全事業の主な内容でございます。 

  次に、ナンバー02環境審議会費ですが、冒頭、委員報酬を支払った人数を訂正していた

だきましたが、まず環境審議会委員の人数については、条例で関係行政機関や団体の職員、

識見を有する者の中から20人以内で組織をし、任期については２年と定められています。
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また、甲斐市の審議委員会等の設置及び運営に関する趣旨において、委員定数の30％を公

募による選任に努めるよう、とされていることから、20人のうち６人を一般公募として広

く市民から募集をしているところでございます。令和元年度は、ちょうど任期替えの年であ

りましたので、広報紙等で一般公募枠分を募集したところ、３人の方からの申込みにとどま

り、委員数は計17人となっております。 

  お支払いの件ですけれども、委員のお一人が県の環境部の職員にお願いしている関係上、

報酬を支払った人数は16人分ということで７万5,500円を支出したところでございます。 

  なお、令和元年度の会議につきましては２回開催し、甲斐市における環境保全への取組等

についてご審議をいただいたところでございます。 

  次に、ナンバー03自然保護事業につきましては、県が指定しております環境保全地区で

ある敷島地区の観音峠や茅ヶ岳周辺をパトロールする事業で、本市が委嘱する自然観察員１

名の報償費とごみ袋などの消耗品でございます。財源内訳の国県支出金４万円は、県の自然

環境保全地区等管理委託金でございます。 

  ９ページをお願いします。 

  ナンバー04バイオマス産業都市推進事業でございます。支出済額2,654万8,625円の内容

でございますが、発電所用地測量・補償調査業務委託1,694万円、熱供給設備導入、事業化

計画策定業務877万8,000円、不動産鑑定業務委託54万1,944円のほか、バイオマス産業都市

連絡協議会等の旅費、事務用品、高速道路の使用料であります。財源内訳のその他、793万

3,000円は、熱供給設備導入、事業化計画策定業務に関わる二酸化炭素排出抑制対策補助金

として、環境省の補助金事業執行団体である一般社団法人地域循環共生社会連携協会から受

けたものであります。 

  なお、資料にありますよう、令和２年度に１億6,084万8,000円の繰越明許をしてござい

ます。この内容につきましては、令和元年12月に開催されたバイオマス産業都市構想特別

委員会にて、発電所用地取得に関わる費用を補正予算として計上させていただき、令和元年

度中に地権者の方々と用地交渉を行い、最終的な支払いは令和２年度にはなってしまうとい

うことで補正をし、繰り越すと説明した内容のものでございます。しかし、コロナウイルス

の影響、林材供給事業者の倒産など、現在スケジュールに遅れが生じておりますが、また新

たな動きがございましたらバイオマス産業都市構想特別委員会において随時ご報告する中で、

速やかに地権者の方々と契約書を締結してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 
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  次に、４款衛生費、３項清掃費、１目清掃費についてご説明をさせていただきます。 

  決算書は、90ページ、91ページの中段からになります。主要施策の成果は12ページ、決

算参考資料は９ページ下段からになります。 

  決算参考資料９ページ下段をお願いいたします。 

  まず、ナンバー01一般管理事業（清掃費）ですが、支出済額が359万2,381円で、財源内

訳のその他26万3,000円は、一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料であります。 

  次に、事業内容でございますが、大久保の地下壕の謝礼５万円、転入世帯を対象に配布い

たしますスプレー缶ガス抜きのための穴あけ器具の購入、また、毎年、全世帯を対象に配布

するごみ収集カレンダーの印刷経費などで124万3,038円、郵便料や死亡犬猫等の処理手数

料が13万573円であります。なお、死亡犬猫処理手数料は190件分でございました。 

  また、ごみ収集小屋の新設及び修繕に対する自治会への補助金でありますが、新設は限度

額を10万円とし、補助率が対象経費の３分の２で15件、修繕は補助率が対象経費の２分の

１で22件、合計37件、178万3,970円の補助金を交付いたしました。そのほか、中北地域廃

棄物対策連絡協議会の負担金でございます。 

  次に、10ページをお願いします。 

  ナンバー02ごみ収集運搬事業につきましては、指定ごみ収集袋を作製する経費として

1,954万8,100円を、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみといった一般家庭系のごみの収集運搬

業務の委託料として１億5,409万5,225円を支出いたしました。財源内訳のその他の4,362万

500円につきましては、指定ごみ収集袋の売上収入であります。 

  なお、指定ごみ収集袋作製費の一部を、令和２年度に事故繰越しをしてございます。内容

につきましては、指定ごみ袋の袋の注文等は在庫状況を確認する中で発注しており、令和元

年度は３回発注したのですが、そのうちの10月末に発注した２回分の一部と、12月末発注

の３回分全てが、コロナウイルスの影響により納期限までに納品がされない事態となってし

まいました。これは、契約業者の製造先が中国であったため、中国国内の移動制限や封鎖措

置により日本に届かなかったためでございます。納品されなかった２回分、３回分について

は、納期限を令和２年４月末と５月末に延長の変更契約を行い、その分の予算額1,106万

1,600円を令和２年度に繰越しを行ったものでございます。 

  次に、ナンバー03資源リサイクル推進事業につきましては、空き瓶や空き缶、紙類、ペ

ットボトル、その他プラスチックなど資源ごみの回収に係る経費であります。財源内訳とい

たしまして、その他として2,315万3,593円は、リサイクル品売上収入等でございます。 
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  事業内容につきましては、分別回収用のネットや収集用のビニール袋といったリサイクル

ステーション等の消耗品が43万4,735円、リサイクル備品購入費が４万8,600円、有価物回

収運動やリサイクルステーションからの資源ごみの回収業務、それから、リサイクルステー

ションの分別作業の委託料などで6,124万4,694円であります。 

  続きまして、ナンバー04ごみ減量化運動補助金交付事業につきましては、各地域で実施

していただいております有価物回収運動に対する自治会など実施団体への補助金と、生ごみ

処理機の購入費に対する補助金であります。資源再利用運動報奨金につきましては、有価物

回収をしていただいた自治会や育成会等の114団体に対し、１キログラム当たり５円として、

収集総量が950トンということで、報奨金につきましては466万900円を交付したところでご

ざいます。 

  なお、冒頭、主要施策の成果12ページ、双葉地区の女性団体数を44から40に訂正してい

ただいた内容につきましては、複数の自治体が一緒になって収集作業を行い１つの団体とし

て報奨金を受けたものを、参加をしました自治会数でカウントしてしまったための誤りであ

りました。申し訳ございませんでした。 

  次に、生ごみ処理機については、26件に対して補助金を交付いたしました。機種別では、

電気式が15件、コンポスト及びボカシ式が11件でありました。 

  次に、ナンバー05剪定枝粉砕処理事業につきましては、市内２か所、竜王地区の西八幡

管理地、敷島地区の自然休養村管理センターで処理を行っています剪定枝処理に関する経費

であります。事業の内容につきましては、剪定枝粉砕機の替刃やオイル、作業用の消耗品、

燃料費、修繕費、点検整備の手数料、粉砕機の維持管理と粉砕処理作業業務を行っているシ

ルバー人材への委託料でございます。 

  次に、11ページをお願いします。 

  ナンバー06廃棄物不法投棄防止事業につきましては、山間部を中心にパトロールなどを

お願いしております不法投棄監視員を敷島地区で20名、双葉地区で８名、竜王地区で２名

の計30名を委嘱しております。その監視員30名の報償費として180万円、不法投棄防止看板、

それから監視カメラの電気料等で６万474円、リサイクル券購入や郵便料などで３万5,670

円、また、不法投棄物の運搬処理委託などで75万1,593円であります。 

  次に、ナンバー07広域事務組合負担金につきましては、中巨摩地区広域事務組合、峡北

広域行政事務組合及び境川の最終処分場建設に対しますごみ処理事業やし尿処理事業、関係

施設の運営、起債の償還に関わります負担金。また、令和13年度より稼働を予定しており
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ます山梨西部広域環境組合の負担金、合計で７億3,477万5,000円でございます。内訳とし

ては、中巨摩広域が３億1,077万7,000円、峡北広域が３億8,355万2,000円を負担いたしま

した。平成31年４月から操業を開始いたしました笛吹市境川地区の一般廃棄物最終処分場

に対する負担金につきましては、山梨県市町村総合事務組合へ3,815万6,000円、山梨西部

広域へは229万円を支出したところでございます。 

  次に、ナンバー09バイオマス活用推進事業でありますが、支出済額749万8,822円で、財

源内訳のその他財源92万8,000円は、環境保全基金繰入金であります。事業内容につきまし

ては、西八幡にあるバイオマスセンターの維持管理に関する経費であり、主なものについて

は、バイオマスセンターの運営管理のための消耗品や、給食残渣を回収するための燃料費、

施設の水道、電気代などで78万6,893円、また、収集運搬など施設運営委託、成分調査委託

などで386万3,157円、新たに導入した生ごみを堆肥化する処理機の付帯工事費195万2,500

円でございます。なお、液肥化処理機のリース料は平成30年度に終了し、また、新しく導

入しました堆肥化処理機のリース料についても、令和元年度は試運転期間ということで無料

となってございます。 

  次に、12ページをお願いいたします。 

  ８款土木費、４項都市計画費、３目下水道費のナンバー02合併浄化槽事業特別会計繰出

金であります。決算書につきましては、106、107ページの下段、３目下水道費になります。 

  合併浄化槽事業特別会計繰出金としましては、982万5,129円であります。なお、合併浄

化槽事業特別会計における細かな内容につきましては、９月９日の決算審査特別委員会にて

ご説明をさせていただきます。 

  最後になりますが、13款諸支出金、１項基金費、14目環境保全基金費であります。決算

書は、138、139ページの下段から３行目になります。 

  01環境保全基金積立につきましては、地域住民に対する環境保全活動の展開及び廃棄物

発生の抑制、再生、減量、その他適切な処理を推進するため、環境の保全を図ることを目的

に、平成25年度に創出し、積立目標額を5,000万円としていたところでございます。平成30

年度に目標が5,000万円に達したことから、令和元年度からは基金の運用額は環境保全費の

バイオマス活用推進事業に充当することとし、92万8,000円を支出しております。財源内訳

のその他につきましては、太陽光発電の屋根貸し事業における使用料が84万1,000円、基金

利子が８万7,000円で、計92万8,000円となっております。 

  以上、環境課が所管いたします一般会計分の決算についてご説明をさせていただきました。
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。所管は厚生環境常任委員会になります。 

  質疑ありませんか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 11ページのバイオマス活用推進事業の中の生ごみ処理機の堆肥付帯

工事というののリースというお金があったんですけれども、平成30年に液化のほうが終わ

りになったんでこれにというふうになりましたけれども、これは液化のほうは駄目だったと

うのでこちらの堆肥化に変わったということなんですか、内容的に。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井環境課長。 

○環境課長（酒井厚志君） 液化のほうは、機械自体の５年間のリースが終わって、無償とい

う形で機械のほうは使いまして、市のほうで考えているのが、液肥についてはこれからも使

う中で新たに堆肥のほうも導入をして、畑等で堆肥として使っているような形を取れればと

いうことで令和元年度に入れて、ただコロナの影響もあって給食がずっとありませんでした

ので、給食が再開された令和２年度から、今ちょうど堆肥を作っているところでありまして、

成分等が出たところで、また農家の方たちにも使っていただけるようなふうに考えていると

ころで、液肥についてもそのまましていくということになります。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） いろいろ試行錯誤してやっていくというのは分かるんですが、計画的

にということと、要するに、農家の方に使っていただくのに関してどっちがいいのかとか、

そういう学問的なというか、効果とか、そういったことも一緒に併せてやっているんでしょ

うかね。 

○副委員長（清水和弘君） 天野環境保全係長。 

○環境保全係長（天野 真君） お答えいたします。 

  液肥につきましては山梨大学との合同研究により成分のほうは調べてはおりますので、堆

肥のほうが製品として上がってきたところで成分調査のほうを行いまして、どんなものに効

くのかということを調べる予定であります。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） そういったことも私たちもよく分からないわけなんですが、そういっ
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たものが文章化されたり何か形にできた場合には、ぜひお示しいただければと思いますので、

よろしくお願いしたいと思うんですが。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井課長。 

○環境課長（酒井厚志君） 今言われたように、新しく堆肥のほうもそういった成分等が分か

ったところで、どのような作物等に効くのかというようなものをまた示していきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほか質疑ありますか。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を行います。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 今の11ページのバイオマスの関係ですが、堆肥というのは、形状と

しては、例えば僕らのイメージでは20キロの有機の袋に入っていますよね。ああいうよう

なものになるのか、ちょっとイメージが分からないんですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 天野環境保全係長。 

○環境保全係長（天野 真君） 委員のイメージしているものと同じものになる予定でありま

す。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） ごみ収集でキロ５円というのがずっと前から言われているんですが、

これは新聞なども含めてだったのか、ちょっと確認です。 

○副委員長（清水和弘君） 池田生活環境係長。 

○生活環境係長（池田 靖君） お答えいたします。 

  新聞紙などを含め、リサイクル品全ての品目に対してキロ当たり５円ということで執り行

っているところでございます。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 前からずっと思っていたんですが、アルミ缶と鉄缶で価値が違います

し、紙でも広告の紙と新聞紙は全然リサイクル的な意味で価値が違うんですよね。それを全

部一緒くたというのが僕はずっと疑問だったんですが、細かく分けると確かに面倒には面倒

なんですが、どうなんでしょうかね。 

○副委員長（清水和弘君） 池田生活環境係長。 

○生活環境係長（池田 靖君） お答えいたします。 
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  例えば紙類、アルミ缶におきましても、ここのところ１年間を通じてキロ当たり幾らとい

うのが安定していませんで、例えば紙類に関しては、昨年一番高いときであればキロ当たり

12円だったんですけれども、一番安い月になるとキロ当たり７円という月もございまして、

なかなかその物価の状況を踏まえて考えていくと、有価物報奨金についてのキロ５円の変動

というのは、なかなか行い難いところがございます。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 大久保の地下壕にごみを詰め込んでいるのが、多分４万というそのあ

れだと思うんですが、ずっとこのまま続けるのかどうかということはどうなんでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井環境課長。 

○環境課長（酒井厚志君） 大久保の地下壕のほうに入っているものを市のほうで搬出して処

理をしたらどうなるかという積算というかは、一度してございます。その結果が、多額にか

かるということで、今のお支払いしている金額でお願いして、当分の間いきたいということ

で、現状、このままになっているような状態でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ７ページの狂犬病、また野良犬対策ということで、狂犬病の事業実態

が登録している犬の全頭というか、100パーセントが狂犬病の予防注射をしているのか、そ

れをちょっと教えてくれますか。 

○副委員長（清水和弘君） 池田生活環境係長。 

○生活環境係長（池田 靖君） お答えいたします。 

  令和元年度の狂犬病予防注射接種率につきましては、市全体で64.24％でございました。

こちらは、ご高齢のワンちゃんとか、あと傷病を持っているワンちゃんなどは、受けたくて

も獣医師さんのほうでストップされたりということもありますので、なかなか100％という

のは厳しいところがございます。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 今、64.24％ということで、今のお年寄りとか犬の病気とかいろんな

問題があると思います。それはある程度やむを得ないと思うけれども、一般のそれ以外の犬

で、飼い主が狂犬病予防注射を受けていないというものに対しては、市として指導とか、そ

の対応を何かしているんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井環境課長。 

○環境課長（酒井厚志君） 先ほど係長のほうが64.24％とお話ししたのは、市のほうが集合
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注射、広報等でどこでどういうふうにやりますよというときに来ていただいた方と、あと市

内の病院のほうで獣医師から報告をいただいた分をした場合に、甲斐市で登録のある犬から、

その集合で打ったもの、市内の病院で打たれた分についてだけになりますので、中には市外

の病院等で接種しているというケースもございますので、これ以上の率はあるとは思ってい

るところで、いずれにせよ、うちのほうで把握ができなかったところについては、通知を出

したり、また、広報のほうで、いわゆる飼い主の責務として注射をしてくださいというよう

な啓発はしているところでございます。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 今、課長のほうから、それに対応しているということなので、ぜひ結

構最近ね、犬なんか、俺たち散歩しても犬連れていく人が多いよね、散歩したり何かいろい

ろひっかかりの中で、もし間違いがあったら何か困るんで、せっかくこういった予防の事業

というのも市でもいろんな補助をしてやっているんで、登録するときに、登録制とかいうの

か、猫は登録していないけれども、それを十分飼い主に徹底して、狂犬病の予防の注射だけ

は受けてもらうというのをぜひ指導していただきたいと、これは要望で結構でので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  別件でもう一つ。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 11ページの不法投棄監視員、これ30名、180万と計上してあるんだけ

れども、これは前も言った経緯があるんだけれども、当然、この30人の内訳、中山間地と

いっても北部の人たちにお願いしてやっていると思うんだけれども、この辺の成果は、昨年

は出たという報告はありますか。 

○副委員長（清水和弘君） 池田生活環境係長。 

○生活環境係長（池田 靖君） お答えいたします。 

  令和元年度不法投棄監視員さんからのパトロールにより報告のありました不法投棄物の総

重量といたしましては、5,569キロを年間通してございましたところです。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 一応、ある程度その成果が上がっているというか、ただあくまでも不

法投棄をしてあるものを見つけて撤去するという方法だと思うんだよね。やっぱり不法投棄

はしない方法を考えたほうがいいような気がするんだけれども、それにしたらダミーのカメ

ラなんかがあるんだけれども、ダミーじゃなくて主要道路の中でポイントポイントに、各家
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庭である今防犯カメラは結構安くあるんだよね、各住宅なんかにつけるような感じであるん

で、そういったものをつけて、主要道路ね、やっぱり亀沢とか清川とか山林に入るような入

り口の、そういったところへこういったものをつけておいたほうが、いろんな面で放棄した

ところも追及もできるし、できるような気がするんだけれども、その辺のところを検討した

経緯はありますか。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井環境課長。 

○環境課長（酒井厚志君） この関係については、再三ご質問等をいただいているということ

で、昨年度、防犯という意味合いも含めて、環境課と北部のほう、あと防災対策のほうと一

応協議をした経緯はあるということでございますが、結果はまだ設置するというような形に

は至っていないところでございます。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） せっかくこうやって予算をつけて、別に監視員に30人もなっていた

だいてやっているのもいいんだけれども、基本的に、そういった今防犯カメラとかね、結構

今安くて性能のいいのがあるんで、主要のところは、そういったある程度抑止力というか、

ごみを捨てないような形をいけば、本当自然と車の番号とかそういうものもみんな分かるん

だよね、荷物をつけていくから、当然。だから、そういった不法投棄のやっぱり対策をした

らどうかと思うんだけれども、今ここでどうかはないけれども、そういったことも今後検討

していく必要があると思うんだけれども、最後にその辺のところの見解をお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井環境課長。 

○環境課長（酒井厚志君） おっしゃることよく理解というか分かるわけですが、なかなか県

道入り口となりますと、そこから、じゃ、本当に不法投棄になったのかどうかという部分が

難しい部分もあると思いますので、本来、山林のポイントポイントというのが望ましいと思

うところですが、どうしても広範囲という中で厳しい部分もありますが、今いただいたよう

なご意見を参考にしながら、担当課、また関係機関と協議をしてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ８ページの01のところの河川水質検査、地下水水質検査、自動車騒

音調査とあるんですけれども、この調査する箇所数、それとあと、委託していると思うんで

すけれども、その業者もちょっと教えていただけますか。 

○副委員長（清水和弘君） 天野環境保全係長。 
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○環境保全係長（天野 真君） お答えいたします。 

  まず、河川水質検査につきましては、市内の河川及び小河川について行っておりまして、

河川につきましては、鎌田川、亀沢川、貢川、坊沢川、東川、六反川の６河川について合計

10地点を、小河川につきましては、各堰に対して９地点で実施をいたしております。 

  また、業者につきましては、毎回入札のほうを行っておりまして、今年やったところが来

年取れるかどうかというのは、ちょっと入札の結果次第という形になります。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 業者名は言えない。 

○副委員長（清水和弘君） 天野環境保全係長、お願いします。 

○環境保全係長（天野 真君） 河川、小河川の水質検査につきましては、支出額が185万

3,496円、入札で請負業者のほうが静環検査センター甲府支店、地下水の水質検査につきま

しては、環境未来山梨検査センターという会社が請け負っております。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） それで、自動車騒音は何箇所で。 

○副委員長（清水和弘君） 天野環境保全係長。 

○環境保全係長（天野 真君） 自動車騒音につきましては、平成31年度につきましては、

国道20号、国道52号、甲府韮崎線、この３路線を行いまして、請負業者は三井シーズテッ

クという会社になります。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  質疑、そのほかございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） ８ページの環境審議会費、02ですか、ちょっと環境審議会の内容を

ちょっと、金額は７万5,000円と大したお金じゃないかもしれないんだけれども、合計17名、

うち１人は辞退ということなんで、一応17名の組織でやっていると思うんですが、これは

年２回という話です。山梨県もいよいよ環境美化とか、環境問題とか、いろいろ本格的に取

り組んでいる中で、この委員会というのは、年２回というのは年度当初、それから途中だと

思うんですが、それで内容的にどんなことを検討しているのか、行政の追認機関にはならな

いと思うんだけれども、その辺、いつ頃やっているのか、内容的にはどんなことを話してい
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るのか、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井環境課長。 

○環境課長（酒井厚志君） まず環境審議委員さんは、先ほど言ったように条例で定められて

いまして、環境保全の対策の基本に関することや予防対策及び被害対策に関すること、また、

市のほうが環境基本計画等、環境に関する計画等を作るときに、いろいろ内容等について審

議をいただき、また、その成果等について報告、また、その内容についてご意見等をいただ

くというような形を取っているところでございます。 

  令和元年度については２回開催し、市のほうが実施、基本計画等に基づいた中で指標を定

めていますので、その指標として先ほどのような河川の調査等をした内容等をお示しするの

と、市が行っている環境事業についてご説明をし、ご意見等をいただいているところであり、

費用につきましては、市の委員等の報酬に関する関係から、委員長の日当が半日日当で

3,250円、委員さんについては3,000円という形で支出をしているところでございます。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 内容は分かったんですが、じゃ、そのご意見を伺う機会であるという

中で、新しく、例えば市が示したプランに対していろんな意見があると思うんですよ。それ

から、それ以外にもう少し進んだ意見、リクエストがあろうかと思うんですよ。この辺の話

というのは出ていますか。また、それを採用したということはありますか。 

○副委員長（清水和弘君） 天野環境保全係長。 

○環境保全係長（天野 真君） お答えします。 

  特別な要望、問題は挙げられておりませんが、水質検査等の環境測定につきまして、継続

して環境の保全に努めていくこと、また、バイオマス発電も含めたバイオマスの活用推進に

ついて一層の研究を求める意見がありました。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） これは任期が２年だと思うんですが、たしかこの委員というのは、あ

る程度長い間精通していなきゃならん人だって必要だと思うんですよ。例えば２年で代わる

人、それから、ずっと務めている人というのは、結構どのくらいの割合なんですかね。あま

り新しい方、２年２年でやっちゃうと、新しい提案も何もできないと思うんですよ。この辺

の新旧というか、この辺はどんな具合になっているんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 池田生活環境係長。 

○生活環境係長（池田 靖君） お答えいたします。 
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  令和元年度の任期替えのときには、８人交代をされております。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） ８人ということは、約半分が交代したと、そのぐらいでも私はいいと

思うんですが、何しろ県も一生懸命本腰を入れている部分がありますので、この審議委員会

がもっとこう充実した、費用がかかってもしようがないと思うんですね。何しろ回数を増や

したりとか、テーマを広げたりとか、最後には海へ流れる回収とか、いろんな問題まで広げ

て審議してほしいなと思うんですが、いかがですか。部長、どうですか。 

○副委員長（清水和弘君） 剣持部長。 

○生活環境部長（剣持豊彦君） 環境審議委員会のほうにこちらの役所のほうからテーマを上

げているというのもありますので、それにつきましては、今プラスチックの問題も新たに出

てきていますので、そういったことをまた案件に上げてご意見を伺っていきたいと考えてお

ります。 

○委員（五味武彦君） はい、お願いします。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  有泉委員長。 

○委員（有泉庸一郎君） ９ページ、バイオマス産業都市推進事業の中で、金額的には大した

ことじゃないんだけれども、バイオマス産業都市連絡協議会で18万くらい旅費等で使って

おられるようですが、このバイオマス産業都市連絡協議会というのは、どんなようなことを

されているんですか、内容は、中身。 

○副委員長（清水和弘君） 藤田係長。 

○バイオマス推進係長（藤田 充君） お答えいたします。 

  バイオマス産業都市推進協議会につきましては、活動内容といたしまして、バイオマス産

業都市の自立化、運営強化を目指しております。活動内容といたしましては、自治体と民間

企業及び金融機関とのマッチングの機会の創出、ファイナンス環境の向上、技術情報の共有

等を行うために、協議会の総会や意見交換会等を行っております。 

  以上になります。 

○副委員長（清水和弘君） 有泉委員長。 

○委員（有泉庸一郎君） 要するに、産業都市構想、他市のほかの先進地もあるわけですよね。

そういう中で、そういう連絡協議会というのは、そういうために多分やられていると思うん
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だけれども、こういう中で、当市のバイオマス産業都市構想を推進していくためにも、先ほ

ど紹介されたこの次の11ページのバイオマス活用推進事業等々をやられているわけだよね。

何か他市との、先進地との協議会の中で、新しい参考になるような活動があったら、そうい

うこともやっぱり参考にして、当市の産業都市構想を進めていくべきだと思うんですけれど

も、ぜひその辺をしっかり、こういうものを活用して市の活動に生かしてもらいたいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井環境課長。 

○環境課長（酒井厚志君） 今言われたとおり、こういった先進地や関係する機関の内容等を

よく確認しながら、市のほうに一般質問等でもいただいているところもございますし、こう

いった内容を精査しながらうちに生かせていければと思いますので、活用していきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほか質疑ございますか。 

  加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 同じくバイオマスのところなんですけれども、先ほど熱供給設備とい

うのがあったんですけれども、これをもうちょっと詳しく教えていただきたいんですけれど

も、どういうものか。 

○副委員長（清水和弘君） 藤田係長。 

○バイオマス推進係長（藤田 充君） お答えいたします。 

  今後建設を予定しております木質バイオマス発電所から発生する廃棄熱を利用して、周辺

の公共施設、百楽泉、Ｂ＆Ｇ、双葉給食センターに廃棄熱を、今現在使っている化石燃料に

代わるエネルギーとしてどのくらい活用できるか等を、現在、調査・研究しているところで

ございます。 

○副委員長（清水和弘君） 加藤委員。 

○委員（加藤敬徳君） 分かりました。 

  農業に利用するという何か要望というか、そういうのもあったと思うんですけれども、そ

ういったものも検討はしているんでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 酒井課長。 

○環境課長（酒井厚志君） バイオマス基本構想の中で、いずれはそういった農業のほうもと

いうことで構想の中に入ってございます。まず、排熱として公共事業というのが、今、第一

段階でこちらでやっているところでございまして、今後、日立造船のほうがバイオマスセン
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ターを造って、その後、まだそういった熱利用が可能であれば農業に生かしていきたいとい

う構想が当然ございますので、また、関係機関とも協議をしながら、今後、そちらのほうも

検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了いたします。 

  これで４款衛生費、２項環境衛生費から３項清掃費及び８款土木費、４項都市計画費並び

に13款諸支出金、１項基金費のうち環境課所管の事業について終了いたします。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えをします。 

  ここで休憩を入れたいと思います。40分で再開ということでお願いいたします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○副委員長（清水和弘君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁は簡潔にお願いします。 

  次に、農林振興課より、６款農林水産業費、１項農業費、２項林業費及び11款災害復旧

費、１項農林水産施設災害復旧費並びに13款諸支出金、１項基金費のうち農林振興課所管

の事業について、一括で説明を求めます。 

  箭本農林振興課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 大変お疲れさまでございます。 

  それでは、農林振興課の令和元年度決算につきましてご説明をさせていただきます。 

  決算参考資料ナンバー７の14ページをお願いいたします。決算書につきましては92ペー

ジからとなります。 

  初めに、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、01農業委員会費につきま

しては、支出済額945万6,116円となっております。財源内訳のうち国県支出金257万7,000

円につきましては、県補助金の農業委員会補助金となります。事業内容は、農業委員19人、

農地利用最適化推進委員15人の報酬、農地利用状況調査に係る経費、農地情報システム保

守経費、県農業会議等への法令外負担金支出などであります。 
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  次に、２目農業総務費、01農林業関係職員費につきましては、支出済額１億1,535万

6,880円となっております。財源内訳のうち国県支出金206万9,000円につきましては、県補

助金の農業委員会補助金と農林業センサスに係る県補助金の総務費委託金の合計で、その他

の32万2,700円は、雑入の農業者年金業務事務委託事業収入と農地中間管理機構業務委託費

の合計となります。事業内容は、農林振興課職員16人分の人件費であります。 

  次に、10農業庶務費につきましては、支出済額156万9,444円となっております。財源内

訳のうち、その他の２万250円につきましては、農林水産業手数料の証明手数料となります。

事業内容は、一般事務費のほか、６団体への法令外負担金と支出であります。 

  15ページをお願いいたします。 

  次に、３目農業振興費、01農業振興地域整備事業につきましては、支出済額３万1,173円

で、財源内訳は全て一般財源であります。事業内容は、農振整備推進協議会委員８人への報

酬と一般事務費であります。 

  次に、03水田農業構造改革対策事業につきましては、支出済額122万6,201円で、財源内

訳は全て一般財源であります。事業内容は、農政協力員132人への報酬と一般事務費であり

ます。 

  次に、04農業資金事業につきましては、支出済額４万9,658円となっております。財源内

訳のうち国県支出金２万4,828円につきましては、県補助金の雪害緊急対策事業費補助金で

あります。事業の内容は、雪害緊急対策事業費補助３件分であり、雪害を受けた農家が金融

機関から借り入れた資金に対する利子補給を行ったものでございます。 

  次に、05自立経営体確保、育成促進事業につきましては、支出済額780万円となっており

ます。財源内訳のうち国県支出金675万円につきましては、県補助金の農業次世代人材投資

事費補助金であります。事業内容は、双葉農業振興会、敷島棚田等農耕文化保存協会や農業

次世代人材投資事業費補助金として、３人と夫婦１組に補助金を交付しております。 

  次に、06地産、地消事業につきましては、支出済額977万7,346円となっております。財

源内訳のうち国県支出金95万9,033円につきましては、県補助金のやまなし農業・農村総合

支援事業費補助金とモモせん孔細菌病秋季防除対策事業費補助金の合計となります。事業内

容は、学校給食米生産者などへの補助や、やはたいも作付への補助金等、地産地消に関する

事業への取組に対する補助のほか、昨年度、県内で発生をいたしましたモモせん孔細菌病の

防除対策や、ＪＡ梨北双葉支店のねぎ部会が取り組んでいるしろねぎ栽培における自動選別

機などの購入に対する補助金を交付しております。 
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  16ページをお願いいたします。 

  次に、07有害鳥獣捕獲等対策事業につきましては、支出済額951万5,198円となっており

ます。財源内訳のうち国県支出金314万9,100円につきましては、県補助金の特定鳥獣適正

管理事業費補助金と、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金、土地改良事業等補助金の合計と

なります。事業内容は、有害鳥獣対策に関する事業費として管理捕獲に対する報償費や補助、

鳥獣害防止柵の修繕や、漆戸地区内への防止柵約160メートルの設置工事を行っております。

また、新規狩猟免許取得者への補助や、有害鳥獣の捕獲に関する業務等に対し、猟友会や鳥

獣害防止対策協議会に補助金を交付しております。 

  次に、10竜王土地改良区事業につきましては、支出済額517万264円で、財源内訳は全て

一般財源であります。事業内容は、竜王土地改良区に対する補助金で、常用職員１名の賃金、

光熱水費、施設の保守委託料、重機借り上げ料、一般事務費などとなっております。 

  次に、11一般農業振興費につきましては、支出済額980万7,620円となっております。財

源内訳のうち国県支出金759万8,000円につきましては、県補助金のやまなし農業・農村総

合支援事業費補助金であります。事業内容は、農業用施設の維持管理経費、重機借り上げ料

のほか、指定管理施設となっている双葉農の駅のトイレ洋式化工事、業務用保冷庫設置補助、

また、民間企業が取り組んでいるオニテナガエビ生産飼育施設整備への補助金交付を行って

おります。 

  次に、14甲斐市農業活性化事業につきましては、支出済額280万円となっております。財

源内訳のうち、その他12万円につきましては不動産貸付収入であります。事業内容は、甲

斐市農業活性化協議会への補助金となっております。 

  次に、15経営所得安定対策推進事業につきましては、支出済額128万9,055円となってお

ります。財源内訳は全て国県支出金で、県補助金の経営所得安定対策推進事業補助金であり

ます。事業内容は、臨時職員１人分の賃金等と水田情報事務一体化電算処理委託料、一般事

務費でございます。 

  17ページをお願いいたします。 

  次に、16日本型直接支払事業につきましては、支出済額2,116万1,656円となっておりま

す。財源内訳のうち国県支出金1,565万984円につきましては、県補助金の日本型直接支払

事業交付金であります。事業内容は、中山間地域において農業生産条件の悪い集落で農地の

管理や役割分担を決め、集落協定を締結した下芦沢集落ほか全19集落への交付金や、農地

ののり面除草や水路清掃、農道の維持管理に取り組む組織への交付金などとなっております。 
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  次に、17農地集積・集約化対策事業につきましては、支出済額156万5,530円となってお

ります。財源内訳は全て国県支出金で、県補助金の農地集積・集約化対策事業費補助金であ

ります。事業内容は、機構借受農地整備事業として農地整備工事３件、6,632平米の整備を

行い、また、農地集積・集約化対策事業への協力のため、一団の農地または特定の隣接農地

を機構に貸し付けた場合に交付する交付金を支出したものでございます。 

  次に、18地域おこし協力隊費につきましては、支出済額1,110万4,523円で、財源内訳は

全て一般財源であります。事業内容は、隊員３人への報酬や研修旅費、借家やリース車両の

借り上げ料などを支出しております。 

  次に、20農業集落排水事業特別会計繰出金につきましては、支出済額1,304万3,000円で、

財源内訳は全て一般財源となります。内容は、特別会計への繰出金でございます。 

  次に、31自然休養村管理センター維持管理費につきましては、支出済額68万8,606円とな

っております。財源内訳のうち、その他の32万5,750円につきましては、使用料及び手数料

の自然休養村管理センター使用料であります。事業内容は、自然休養村管理センターの維持

管理に関する光熱水費や修繕料などの支出となっております。 

  18ページをお願いします。 

  次に、32矢木羽湖公園等維持管理費につきましては、支出済額181万1,244円となってお

ります。財源内訳のうち、その他の20万6,419円につきましては、使用料及び手数料の矢木

羽湖駐車場使用料であります。事業内容は、矢木羽湖公園等の維持管理経費として、管理用

消耗品、光熱水費、修繕料、除草作業委託、公園トイレ清掃等業務委託などを行ったもので

ございます。 

  19ページをお願いいたします。 

  次に、４目畜産費の01畜産振興費につきましては、支出済額3,000円で、財源内訳は全て

一般財源となります。事業内容は、家畜伝染病予防用薬品等の購入となっております。 

  次に、５目農地費、01土地改良事業につきましては、支出済額7,266万927円となってお

ります。財源内訳のうち国県支出金1,565万円につきましては、県補助金の農業基盤整備促

進事業補助金で、市債の2,360万円は合併特例債、その他の1,800万円は雑入の土地改良施

設維持管理適正化事業交付金でございます。事業内容は、土地改良施設維持管理適正化事業

や、農業基盤整備促進事業による測量設計業務や、農道改良、水路改修工事、また、水路補

修単独工事や農道改良工事後の分筆登記等業務委託などを行ったものでございます。事業負

担金については、土地改良事業団体連合会に対し、土地改良事業に関する各種賦課金等を支
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出しております。 

  次に、03県営土地改良事業につきましては、支出済額5,608万3,292円となっております。

財源内訳のうち国県支出金967万5,000円につきましては、県補助金の県営土地改良事業事

務委託金であり、市債の3,110万円は合併特例債、その他の961万6,000円は分担金及び負担

金の圃場整備事業受益者負担金でございます。事業内容は、県が行っている土地改良事業の

広域農道整備事業（茅ヶ岳東部地区）や中山間整備事業（双葉北部地区）、また、龍地ため

池、後沢ため池の防災減災事業、かんがい排水事業（楯無堰）への負担金支出や、圃場整備

事業に伴う換地業務委託等を行ったものであります。農林漁業資金償還金については、農業

基盤整備資金等の償還金でございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  次に、04農林業施設維持管理事業につきましては、支出済額1,199万7,268円となってお

ります。財源内訳のうち、その他の67万6,000円につきましては、繰入金の中山間ふるさ

と・水と土保全対策基金繰入金であります。事業内容は、施設維持管理事業として、農林道

の草刈り作業委託や、農道の分筆登記業務委託、農道・水路等やため池施設の維持管理業務

を行ったものでございます。 

  次に、05土地改良区施設改修事業につきましては、支出済額2,140万円となっております。

財源内訳のうち、その他の1,562万8,000円につきましては、分担金及び負担金の上堰頭首

工復旧事業費関係自治体負担金として、中央市、昭和町からそれぞれ負担金を徴したもので

ございます。事業内容は、農業用河川工作物等応急対策事業負担金として上堰頭首工本復旧

事業費の一部負担金を山梨県へ支出しております。 

  21ページをお願いします。 

  次に、６目中北部活性化事業費、01中北部活性化事業につきましては、支出済額1,983万

1,633円となっております。財源内訳は全てその他で、使用料及び手数料のクラインガルテ

ン使用料であります。事業内容は、甲斐敷島梅の里クラインガルテン施設の維持管理に係る

経費として、施設修繕料、指定管理料、農地借地料、一般事務費等を支出しております。 

  次に、２項林業費、１目林業振興費、01林業振興費につきましては、支出済額480万

8,549円となっております。財源内訳のうち、その他346万5,000円につきましては、昨年度

から交付されております森林環境譲与税の一部を充当しております。事業内容は、森林台帳

管理システム整備事業委託、航空写真撮影業務委託のほか、林業関係の補助金を交付してお

ります。補助金については、市内における林業関係の事業に対し、予算の範囲内において、
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中央、峡北、それぞれの森林組合に補助金を交付したものでございます。 

  22ページ、お願いします。 

  次に、02松くい虫防除対策事業につきましては、支出済額695万2,602円となっておりま

す。財源内訳のうち国県支出金484万5,208円につきましては、県補助金の松くい虫被害対

策事業補助金と造林事業費補助金の合計であります。事業内容は、松くい虫防除に関する業

務委託や昇仙峡の松の緑を守る会負担金などを支出しております。 

  次に、２目治山林道費、02林道費につきましては、支出済額645万9,306円となっており

ます。財源内訳のうち国県支出金135万7,000円につきましては、県補助金の林道改良事業

費補助金であります。事業内容は、林道の維持管理に関する経費を支出しております。 

  次に、03治山費につきましては、支出済額44万3,477円となっております。財源内訳は全

て一般財源であり、治山維持管理に関する経費を支出しております。 

  23ページをお願いします。決算書は134ページになります。 

  次に、11款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費、01

現年度農林水産施設災害復旧費につきましては、支出済額68万9,900円となっております。

財源内訳のうち、その他の４万8,000円につきましては、分担金及び負担金の楯無堰頭首工

復旧事業費関係自治体負担金となります。事業内容は、取水のための瀬回しを行った際の重

機借り上げ料や、土地改良事業特別賦課金を県土地改良事業団体連合会へ支出をしておりま

す。 

  次に、13款諸支出金、１項基金費、４目渇水対策施設建設等基金費、01渇水対策施設建

設等基金積立につきましては、支出済額２万5,000円で、財源内訳は全てその他で、財産収

入の渇水対策施設建設等基金であります。事業内容は、基金への利子積立金となります。 

  次に、５目中山間ふるさと、水と土保全対策基金費、01中山間ふるさと、水と土保全対

策基金積立につきましては、支出済額１万3,000円で、財源内訳は全てその他で、財産収入

の中山間ふるさと、水と土保全対策基金であります。事業内容は、基金への利子積立て金と

なります。 

  24ページをお願いいたします。 

  次に、11目クラインガルテン基金費、01クラインガルテン基金積立につきましては、支

出済額73万円で、財源内訳は全てその他で、使用料及び手数料のクラインガルテン入会金

と市民農園使用料であります。事業内容は、基金への利子及び入会金等の積立てとなります。 

  次に、16目森林管理費基金費、01森林管理基金積立につきましては、支出済額466万
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7,000円で、財源内訳は全てその他で、昨年度より交付されております森林環境譲与税であ

ります。事業内容は、基金への積立金と、林業振興費での林地の航空写真撮影業務委託に係

る経費を充当しております。 

  最後に、指定管理者導入施設の実績につきましてご説明をさせていただきます。 

  別冊の令和元年度決算参考資料、指定管理者導入施設の実績についての12ページをお願

いいたします。 

  初めに、コミュニティホール双葉であります。 

  指定管理者は梨北農業協同組合で、現在、平成31年４月から令和４年３月までの指定管

理期間の２年目となっております。施設の概要は、鉄骨造り310.4平米の１階部分が梨北農

業協同組合双葉支店の建物で、その２階部分が集会施設となっております。昨年度の利用状

況は、利用日数179日、利用人数2,694人となっており、指定管理料はございません。利用

日数、利用人数ともに、新型コロナウイルス感染症の影響などもあり減少をいたしておる状

況でございます。 

  13ページをお願いいたします。 

  収支決算状況ですが、収入といたしまして利用料金収入が27万800円ありました。支出に

つきましては、設備管理費１万円、光熱水費19万1,399円、消耗品1,000円、防災設備点検

費２万7,500円の合計22万9,899円を支出し、差引きで４万901円の黒字決算となっておりま

す。 

  14ページをお願いいたします。 

  次に、敷島梅の里クラインガルテンであります。 

  指定管理者は農事組合法人ゆうのう敷島で、現在、平成29年４月から令和４年３月まで

の指定管理期間の４年目となっております。施設の概要は、クラインガルテンの敷地約6.4

ヘクタール、クラブハウス464平米、休憩施設付き市民農園や日帰り型農園となっておりま

す。利用状況ですが、昨年度は、各種のイベントや農産物直売所の利用など３万6,299人の

利用がございました。指定管理料につきましては1,270万円となっています。 

  15ページをお願いいたします。 

  収支決算状況ですが、収入といたしまして、指定管理料のほか営業収益などを含め1,756

万9,136円の収入がございました。支出につきましては、売上原価や人件費、受託管理業務

など合わせて1,770万7,001円を支出し、差引き13万7,865円の赤字決算となっております。

敷島梅の里クラインガルテンにつきましては３期連続での赤字となりましたが、主な要因は
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売上原価が増加したことによります。 

  16ページをお願いいたします。 

  次に、双葉農の駅でございます。 

  指定管理者は双葉農の駅企業組合で、現在、平成31年４月から令和６年３月までの指定

期間の２年目となっております。施設の概要は、敷地面積3,215平米、本体施設164平米、

直売所110平米などとなっております。組合員数は現在240人、施設の稼働状況につきまし

ては、直売所利用者が５万3,388人、食堂の食券発行枚数が１万3,689枚、フリーマーケッ

ト出店件数304件、加工所利用者54人でありました。なお、指定管理料はございません。 

  17ページをお願いいたします。 

  収支決算状況ですが、収入といたしまして、事業収入、事業外収入の合計で6,515万151

円の収入となっております。支出につきましては、仕入れ等の事業費と人件費等の一般管理

費を合わせ6,571万5,965円を支出し、差引き56万5,814円の赤字決算となっております。農

の駅につきましても３期連続での赤字となりましたが、主な要因といたしましては、天候不

順による農作物の不作により、収入、販売とも減少したものとなっております。 

  以上が、農林振興課の令和元年度決算及び指定管理者導入施設の事業実績となります。よ

ろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  ここから所管が建設経済常任委員会に移ります。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 資料の15ページの06地産、地消事業の中で、モモのせん孔細菌病に

対する防除対策事業費が約二十二万何がしというのがありますけれども、甲斐市でこれを何

人が補助を受けて、それの対象の面積はどのぐらいだったのか。それと、それに対する補助

率はどうなっているのかちょっとお聞きしたいですけれども、お願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） モモのせん孔細菌病秋季防除対策事業への補助金の内容でご

ざいますけれども、昨年度、県内でこの病気が発生しまして、山梨県がこれに対する補助を

出すというふうなことで、私どもの甲斐市のほうにも併せて補助をさせていただきました。 
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  本市におきましては、23人の方が補助金の交付を受けております。補助の対象となった

面積でございますけれども、約4.3ヘクタールの桃の畑に対して薬剤のほうを散布したとい

う実績になっております。 

  なお、補助金の補助割合でございますけれども、山梨県が３分の１、市町村が、甲斐市が

３分の１、それから農家の方、農業者の方が３分の１を負担するという形になっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） それで、これに対してＪＡ山梨中央会、そこが知事に対して今年度も

引き続いて補助をお願いしたいという要望書を提出したと思いますけれども、甲斐市ではど

のように対応するのか、ちょっとお聞かせください。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） お答えします。 

  ＪＡ山梨中央会のほうで、たしか８月の頭だったと思いますけれども、長崎知事宛てのほ

うに、昨年度に引き続いて薬剤防除に対する補助のお願いをしたいという要望書を提出して

おります。これに対しまして、県のほうでまだはっきりと補助金を出しますというふうな回

答は出ていないと思いますけれども、県のほうに確認をしましたら、この９月の補正で、県

では薬剤に対する補助金を計上するというようなことを伺っております。したがいまして、

私どものほうでも、これから県が予算を計上した後に、昨年度と同じような形で補助金を出

していけたらなということで検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  それでは、続いて、16ページの07の鳥獣害防止柵設置工事についてですけれども、これ

の設置の経緯とか事業の計画、またこれに対する国からの補助金、県からの補助金はないん

ですか。その辺ちょっと教えてください。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） こちらの工事の関係につきましては、平成30年度に漆戸の

自治会のほうから設置の要望がありました。昨年度から山梨県の土地改良事業等補助金を活

用させていただきまして、今、計画では、10年間の計画となっておりますけれども、総延

長で約２キロメートルの防護柵を設置したいというふうに考えております。ちなみに総事業

費は、現在の段階で約5,000万円ほどかかるのかなというふうに考えております。 
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  元年度の実績につきましては、先ほどご説明させていただきましたが、約160メートル設

置をさせていただきました。 

  なお、これにつきまして県の補助金は30％の補助金を頂いております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） それでは、これが現在、今までにはどのくらいの距離、設置されてい

ますか。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 漆戸の地区につきましては、先ほど申し上げましたように、

令和元年度が初年度でございましたので約160メートルの設置になっております。 

  そのほかに、市内11の地区におきまして、現在までに約18.6キロメートルの防護柵のほ

う設置をさせていただいております。11地区につきましては、下芦沢、神戸、上福沢、下

福沢、寺平、吉沢、上芦沢、亀沢、獅子平、矢木羽、菩提というような形で、平成21年か

ら22年にかけて設置をさせていただいておる状況でございます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  そして、その上に管理捕獲がありますけれども、この管理捕獲は、今、イノシシとか鹿と

かそういうのありますよね。それに対して１頭当たりどのくらいの補助が、今、出ているん

ですか。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂農林振興係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 管理捕獲の報酬の2,225万円ですけれども、県からの頭数の

割当てでございまして、イノシシが30頭、日本鹿120頭を県から割り当てることで、補助金

としておよそ50％の補助が頂けることになっております。 

  以上です。 

○委員（秋山照雄君） １頭幾らかちょっと分かりませんか。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） すみません。１頭当たりになるんですけれども、１万5,000

円になります。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 
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  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） それから、あと17ページの地域おこし協力隊員費というのがありま

すけれども、２人の隊員が任期満了になったと思うんですけれども、その２人については、

その後市内に定住したのか、ちょっとお聞きしたいですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 昨年度末に、隊員３人のうちの２人が任期が満了になりまし

た。その２人につきましては、以前、常任委員会のほうでも若干ご説明をさせていただいた

かと思いますけれども、お二人とも市内のほうに残っていただきまして、現在、遊休農地等

を借受けをして、これから野菜等の作付、それからネギも作付をするというようなことで頑

張っておる状況でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございます。 

  ちなみに、県内の自治体の地域おこしの協力隊員の設置状況とか、移住・定住の状況とい

うのが分かったらちょっと教えていただきたいですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 県内の自治体の設置状況でございますけれども、すみません、

平成30年度の実績になりますが、21の市町村で設置をしておりまして隊員数は116人。平成

30年度実績でございますけれども116人の隊員が活動しています。山梨県では、平成31年３

月末時点で任期終了となった方が197名おられます。197名いる中の109人が山梨県に定住を

しているというふうな状況で、定住率としては55.3％ほどとなっております。 

  以上でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） ほか、ございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） テナガエビのことで聞きたいんですが、16ページのナンバー11です。

そこの一番下です。 

  昨年度から県の補助金が出て、これが市に入って市が補助金として出すということだと思

うんですが、669万700円、約700万、総事業費というのはどのくらいなんですか。その業者
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さんがかける費用、そのうちの700万だと思うんですが。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 今回、オニテナガエビの養殖にかけました陸作えび養殖組合

というところが実施しております事業費ですが、1,399万2,000円の事業をかけております

けれども、それをオーバーする状況でしたので、およそ1,400万円ぐらいは事業にかけてお

りました。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 昨年度、補助金として出したわけですよね。そうするとそのスケジュ

ールがあると思うんですよ。今どんな状況なんですか。玉川温泉を利用して、稚エビという

のか、何年かたてば出荷できるということだと思うんですが、今どんな状況なのかちょっと

教えていただけますか。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） こちらのほうの事業のほうは、３月に工事のほうは完成いた

しました。実際入れた、玉川温泉の隣の場所になるんですけれども、ビニールハウスを入れ

まして、そこでろ過システムという独自のシステムの採用をしまして、温水にて稚エビを育

成している、飼育している状況になります。これが３月末時点ではもう既に設置が完了いた

しまして、ついこの間から稼働しております。先月ちょうどテレビとかで、くいしん坊万才

とかで放映された。飼育にはおよそ２年を見れば成獣になるんですけれども、およそ半年く

らいから流通のほうは可能になるというふうなお話を聞いております。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 最大２年、早ければもうちょっと早く出荷できると思うんですが、今

後、甲斐市の地産、それの一つの目玉になる可能性も出てくるんですよ。その場合に、例え

ば県からの補助金は別にして、市から今後、どのくらい、成功率に合わせてなんでしょうけ

れども、その辺のことまで考えているのかどうか、お伺いしたいと思うんですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） オニテナガエビにつきましては、今、丸茂係長のほうからも

ご説明させていただきましたが、市内においては初めての取組というような形になりますが、

従前、甲府市の湯村地区の温泉で、その施設を活用して飼育をしていたというふうな実績も

ございます。甲斐市のおいてはスタートしたばかりということで、事業主さんの陸作さんと

いう会社ですけれども、そちらのほうからも、今後、補助金なり後押しをしていただきたい
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というふうなお話は、現在まだ伺ってはおりませんけれども、事業がうまく軌道に乗って、

今、五味委員さんのほうからもお話あったように、これもまた一つの甲斐市の特産というか、

名物というか、そういったもので何とかというようなお話が出てきた段階では、また前向き

にちょっと検討させていただければと思います。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 最後に、もちろんオニテナガエビというのは食していないんですけれ

ども、実際、ある程度、流通に入るということになったときに、どういう経路、県内、もし

くは日本全国、もしくは一部市内とかいろいろあろうかと思うんです。そこら辺の計画性と

いうのは業者から聞いていますか。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 今、陸作えび養殖組合という形でありますけれども、お寿司

屋さんであったりとか、旅館業であったりとかを、一緒に組合として流通の中に取り込んで

おりまして、この中でいろいろと身近に食する機会を設けているような形を、販売ルートを

確保していくというようなことを計画の中で聞いております。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 最後ですけれども、成長、一つ目玉だということなんで、熱いまなざ

しで見ていただいて、支援のほうもよろしくお願いしたいと。非常に期待しているものだと

思うので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 17ページの地域おこし協力隊と、15ページの農業次世代人材投資事

業、これはどういう関係になるでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 大柴係長。 

○農林総務係長（大柴宏之君） 農業次世代人材投資事業の説明をさせていただきます。 

  こちらのほうなんですけれども、農業を開始、経営を開始した方が５年間の計画を立てま

して、その計画に沿って農業を経営していくという内容になっております。半月ごとにその

経営の状況の報告を行いまして、最終的には、その５年を終わった段階で自立して農業をや

っていけるというような事業になっております。ちなみに、年額ですけれども150万円とい

う、１人の方については補助金になっております。 
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  ちなみに、先ほどの地域おこし協力隊とはちょっと事業的には違う内容となっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいでしょうか。 

  そのほかございますか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 19ページの03の県営土地改良事業について、ちょっと財源内訳の繰

越明許ということなんですけれども、一番は、今、進めている龍地、後沢のため池の進捗状

況をちょっとお伺いしたい。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 後沢ため池、通称、矢木羽湖でございますけれども、こちら

につきましては、本年の７月末に完成をしております。今、取水時期でございますので、た

め池のほうに水をがんがん入れるということがちょっとできませんので、ため池への貯水に

つきましては、この秋口以降に徐々に水を入れるというふうなことを伺っております。 

  それから、龍地ため池のほうにつきましては、本来であればもう既に完成を見ている状況

でございますけれども、ご承知のように、昨年度、工事のためにため池の中に大きな土のう

を数多く積んで、ため池を半分にして、貯水を半分にした状態で工事をするという予定でご

ざいましたが、それがうまくいかなかったというふうなことで、一度、水を全部満水にして

というふうな状況が発生してしまいましたので、こちらにつきましては、令和２年度、今年

度末の完成を目指して工事を進めている状況でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） じゃ、今の説明だと後沢は完成したということで、龍地については、

今年度完成めどにということですけれども、なるべく早いあれをしていただきたいと、こん

なふうに思います。 

  その項目の中に楯無堰がありますけれども、これももう今年度ぐらいには終わりというこ

とですか。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 県営のかんがい排水事業の楯無堰の事業でございますけれど

も、こちらの事業につきましては、平成30年度から令和６年度の事業期間におきまして、

総事業費約12億3,000万円ほどの水路改修工事を計画しているものでございます。 

  まだ、具体的に工事のほうが始まっておりませんけれども、昨年度の負担金については、
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改修工事に伴う測量業務等の委託費を自治体負担金として支出をさせていただいております。 

  ちなみに、この楯無堰の改修関係の工事につきましては、総延長で約2.4キロ。このうち

トンネル部分が1,483メートル、開水路、開渠になっている水路の部分が970メートルとい

うふうな内訳になっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 分かりました。 

  初めから幅は小さいけれども難工事ということを聞いていますので、令和６年までという

ことですけれども、何とか、地元の楯無の組合の人たちも大いに期待をしているところです

から、よろしくお願いをしたいと思います。 

  次に、21ページの01クラインガルテン休憩施設修繕費とありますが、昨年度は582万、つ

いているんですけれども、このちょっと内訳をお願いしたいと思います。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） クラインガルテンの修繕は、昨年10件ございまして、トイ

レの漏水、台所の水洗漏れが１件、合併浄化槽の汚泥廃掃配管の修繕、合併浄化槽の点検蓋

が割れてしまったという修繕、ラウベにあります機器の給湯器、そしてクラブハウスの製氷

機、そして、あとは計画的なものとしましては、土留め壁の修繕、あと腰板、垣根の修繕、

あと日帰り型の農園がございますけれども、そこの区画の散気の修繕、そして合併浄化槽ブ

ロアーの修繕等がございまして、計10件が修繕の対象となりました。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 今の内容ですと、いろいろガルデンの中にも給湯機やら合併浄化槽、

いろいろ年々、これももう建物も十四、五年たつわけですけれども、ベランダの腐りとか、

いろいろかかってくるんですが、こうなりますと、木造でありますし、かなりの市の負担も

多かろうと思うんです。今もう指定管理もなっていますけれども、そこに入るには契約金が

何年間で幾ら、毎月、毎月あるですけれども、維持管理費ということも考えれば、少し値上

げをするということは考えないですか。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 確かにご指摘のとおり、建物が古くなってきますと、年々そ

の維持管理に係る経費というものは少なくはなっていきません。しかしながら、今のこの施

設を、県外の方々が、自然環境がいい、日中、土をいじりたいというふうな思いもある中で
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こちらのほうに来ていただいているというふうなこともございますので、５年間の入会金が

今30万円になっておりますけれども、それとあと使用料が年間40万円になっておりますの

で、金額的にはそこそこの金額なのかなというふうに考えておりますので、申し訳ございま

せん、今の段階で近々に金額を上げるというふうな考えはないというふうに考えております。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  それは、それ相応に、おいおい皆さんがまた解決すれば、課題として預かっていただきた

い、こんなふうに思います。 

  最後に、22ページの松くい虫のことについてお伺いをいたします。 

  昨年の主要施策を見ますと、倒木やら伐採やら薬剤注入ということで542本の伐処理をし

たとありますけれども、今現時点について、大体内容的にはそれよりだんだん増えているん

ですか。年間、昨年が542本ということですから、今、中間地点だとは思いますけれども、

もうこの成果が出ているのかどうなのかということをちょっとお聞きしたいんですけれども、

よろしいですか。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 今年度ですけれども、県のちょっと補助金の決定が遅れまし

て、今現在では、衛生伐の作業のほうを、敷島、吉沢地区を中心にやっているところです。

また、この後、枯損木の調査を含めまして実施する予定ですけれども、昨年度と同じような

割合になってくるかと思われます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） さっきの件ですが、協力隊が終わって定住した場合は、次世代の補助

金は受けられるのかどうか、それだけ。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 協力隊を卒業いたしましたら、定住した際に起業支援金とい

う別の補助金がございますので、そちらのほうを活用していただく形になります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  質疑はありますか。 

  金丸委員。 
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○委員（金丸 寛君） １点、お願いします。 

  15ページ、敷島の棚田についてちょっと教えてほしいんですけれども、棚田保存会とい

うのがあって、そこに５万円の補助金を年間出していると。この補助金が多いのか少ないの

かちょっと問題だとは思いますけれども、棚田の保存というのは非常に大事に思います、私

なんか。景観と同時に治水という面でも、田んぼの治水力というのは、かなり各地域で大雨

が降ったときに田んぼに水を一旦ためると。特に棚田のようなところの段差のあるところで

は、それぞれに水がたまることで一気に排水が上のほうから流れるということを、多少なり

とも食い止めてくれるという役目はしているような気がします。 

  そこで、敷島地区の棚田、本当にきれいだと思うんですけれども、それを保存されている

皆さん、どれくらいの人数の方がそれに関与していて、どれくらいの面積がそこにあるのか。

できたらもう少し補助金を増やしてあげたらいいのかなとは思いますけれども、その辺の見

解をお尋ねしておきます。お願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） お答えをします。 

  現在、正式な名前が敷島棚田等農耕文化保存協会といいますけれども、そちらのほうの会

員は約30名ほどとなっております。補助金につきましては、今、年額で５万円を出させて

いただいております。ご質問のように５万円の補助金では少ないのかなというふうなことも

あろうかと思いますけれども、現在、活動につきましては、それぞれ会費と補助金とで賄っ

ております。年間約60万円程度の事業費予算となっておりまして、金額的にはこの範囲内

で行っているために、今のところ増額の要望等はございません。 

  それから、保存協会のほうでは、クラインガルテンのクラブハウスやマルシュなどにおき

まして、棚田で作ったお米を棚田米というふうな名前をつけて販売をするほか、無印良品で

知られる良品計画という企業がございますけれども、こちらが募集する顧客の農業体験等の

場所として棚田を借りるというようなこともしておりますので、それらも若干ではございま

すけれども、収入となっております。 

  市としましては、農林振興係、それから地域おこし協力隊の隊員が、事務局の仕事をはじ

め、田植や定期的な草刈り、収穫、稲刈りのお手伝いをするなど、人的、事務的な面での補

助を今させていただいておりますので、今しばらくはこのような形になろうかと思います。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 金丸委員。 
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○委員（金丸幸司君） ぜひとも、棚田の保存ということ、時期によっては観光客の方にちょ

っと見ていただくというのも、非常に甲斐市の中の一つの場所として有効活用といいますか、

いい場所だと思いますので、ぜひ温かい目で棚田保存ということを見守っていってほしいか

なと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 15ページの先ほどから出ている自立経営、次世代人材投資事業とい

うことだよね。これは国県支出金だと思うけれども、657万というのは。 

  先ほど３名と１夫婦へ、これを、補助というのを出しているんだけれども、この事業の内

容、どんなふうなことを行っているのか。ちょっと教えてもらえますか。 

○副委員長（清水和弘君） 大柴係長。 

○農林総務係長（大柴宏之君） 事業の内容なんですが、市のほうとして実施主体として行っ

ていますのが、先ほど農業を開始してという、経営開始型というものになります。こちらの

経営開始型というものなんですが、給付要件としまして５年後には自立していただく。あと、

先ほど私のほうで説明させていただいた５年間の計画というのが、青年等就農計画といいま

して、年間の販売収入、あと経費をそれぞれ半年ごとに状況を報告していただく内容となっ

ております。 

  人によって栽培するものが、果樹であったり、野菜であったり、ちょっとやる農業という

のは人それぞれにはなってくるんですが、農業を開始して、いずれ経営するために投資する

補助金というような形で150万円。そしてまた夫婦になりますと、こちらが1.5倍の225万円

というちょっと金額になりますので、それをもらいながら農業を順調に進めていくというよ

うな事業になっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ５年計画、当然、このとおり次世代の人材を育成するということだと

思う。字のごとくだけれども。同時進行というのが、一番これが大事だと思う。今から何を
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する、何しても人材をやっぱり育てなければ、荒廃した畑が増えちゃうと。僕ら地域もほと

んど農業が多くて、一番心配しているのはやっぱり次の耕作する人材がいないということな

んだよ。だから、何とかひとつその辺をこういった国県支出金とか、国の補助金だと思うん

だけれども、そういったものを利用して、やっぱり今から農業を、経営としてやっていただ

く人の育成というのは、こういう事業を通じて当然やってもらいたいと思う。これは、大変

な事業だと思う、正直言って。今から農業をやるということは。基本的に収益も何もないと

いうのが現状だけれども、何としても今のせっかくある田んぼ、畑を将来に残すことに対し

て、こういった事業を本当に市としても力を入れてやっていただきたい。地域も結構、心配

している経緯もあるんだけれども、その辺の今後の課題というか、その辺どうですか、課長。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 赤澤委員さんおっしゃるように、これからの農業というのは

人材があってしかりのものだと思います。しかしながら、私どもの自治体ばかりでなくて、

少子高齢化に伴って農業従事者の方々が年々お年を召されていくというふうな状況でござい

ます。しかしながら、甲斐市におきましては、この農業次世代人材投資事業のほうへの取組

をしたいというふうなことが、幸いなことに毎年２人ないし３人ほどのお話がございます。

令和２年度、今年度につきましても、現在ですけれども新規２人の方が手を挙げていただい

て、もう一人の方もちょっと今相談を受けているような状況でございますので、今後もこう

いった事業があって、こういう補助金をもらえるよというようなこともＰＲをさせていただ

いて、少ないながらも人材確保に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） それは本当に大変だと思います。甲斐市も先ほど言った地域おこし協

力隊、独自の一般財源を使って事業に取り組んでいただいて、２人の人が残って地域の農業

をやっていただける。大変、市としても努力している、我々も本当に市の努力は認めている。

そうはいっても、今言っているようにいろんな条件があるんで、あともう５年、もしくは

10年したら、ほとんど高齢化しちゃって、もう田畑を耕作する人たちがいなくなるんだよ

ね。だから今から取り組んでいかないとちょっと間に合わないというような時期に来ている

んで、ぜひ、その辺も、十分、皆さん分かっていると思いますけれども、力を入れてやって

いただきたいと。これ、要望で結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

  委員長、もう一件、別件で。 
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○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 茅ヶ岳広域農道、東部区間、令和元年度の進捗状況、現状、吉沢地区

のある、何軒かがあるんだけれども、その辺のところはどうなっていますか。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 茅々岳東部広域農道の亀沢大橋から県道の甲府昇仙峡線まで

の間がまだ開通をしておりません。ご承知のように、地権者の方と契約が結べないというよ

うな状況が続いておりましたけれども、昨年末に、未契約だった方９名のうち、７名の方と

契約のほうが締結をできた状況でございます。残りの２名の方につきましては、非常に相続

関係で相続人がかなりの人数が出てしまっている方、それから、もう一方につきましては、

この事業にそもそも反対だよと言われている方がおりまして、県の方々と今年度に入ってお

伺いをさせていただいた経緯もございますけれども、なかなか会ってもいただけないと。新

年度に入ってからは、このコロナの関係で、その方ちょっと持病持ちの方ですので、ちょっ

と私どもも訪問のほう控えさせていただいているような状況ですけれども、こちらについて

も県のほうとまた協議しながら、少しでも早い開通に向けて取り組んでいけたらと思います。

よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 大変に苦労しているというのは十分我々も分かるし、いろんな手続を

使っていれば、これ、県営の事業なんだけれども、当然、市が絡んでいるということで。と

にかく今年、昇仙峡、日本遺産に登録されてあるよね。先ほど来出ている棚田の問題とか、

クラインガルテンの問題、これ、全部この道路に関係してくるんだよね。 

  やっぱりこういうものが開通しないと、先ほど指定管理の中でクラインガルテンも毎年こ

このところ赤字だと。そういうことがあれば、道路が通じないとほとんど行く人が少なくな

るということで、早くこの道路が開通すると、そういった問題も恐らくクリアできるし、観

光として棚田もいろんな面で、県外からも多くの人を呼べると思う。そういったことを踏ま

えた中で、ぜひ、努力はしていると思うんですけれども、なお一層の鋭意努力をお願いした

い。これ、要望で結構ですので、よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） １点だけお伺いします。 

  21ページの林業振興費の中の林地台帳管理システム航空写真撮影委託料というのがある



－228－ 

んですが、ちょっと最初の予定のところにはなかったのかなと思うんですが、この経緯と、

あと何年に一度ぐらいやっているのか。それからどこを航空写真で撮るのか、範囲ですね。

あと税務課なんかでも航空写真撮っていると思うんですが、それとどういうふうに違うのか、

ちょっとその辺のところをお伺いします。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 林地台帳管理システムの航空写真撮影業務委託でございます

けれども、今ご質問ございましたように、当初にはこの業務ございませんでした。昨年度か

ら交付されております森林環境譲与税のほうの一部を活用させていただきまして、現在の最

新の森林の状況を航空写真で撮影をして、林地台帳管理システムというものがございますけ

れども、そちらに反映させるというふうな業務を行わせていただいております。 

  今後、これらのデータを基に、森林の所有者の方に経営管理に関する意向調査というふう

なものを行います。あなたがお持ちのここの森林、山については、今後どうなさいますか。

ご自分で管理をなさいますか。管理できない場合、市がこれを受託を受けて管理をすること

もできますというふうな、そういう意向調査のほうをさせていただきます。 

  全ての山がそういう対象になるとは考えておりません。非常に急傾斜みたいなところで人

も入っていけないようなところについては、そこで作業するというわけにはいきませんので、

人が入れる、重機が入れる、作業ができるというふうなところで、そういう意向があるもの

については、全伐あるいは間伐をして適正な森林の管理をして、ひいてはそれが後々、何年

先になるか、ちょっと私、分かりませんけれども、バイオマスの発電事業への資材の一部と

して使えるんじゃないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 分かりました。 

  業者さんがどこなのか、また、この後、何年に一度ぐらいやっていく計画なのか。そうい

ったものがもしあれば。その範囲は、やっぱり市全体を、森林のあるところを全部やるとい

うことなんでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 先ほどご質問にありました税務課のほうでも航空写真を飛ば

しております。税務課はご存じのように市街地のみになりまして、航空写真の今回のところ

は山林の部分となりますので、市街地の都市計画区域外を全部含めまして、全体を網羅した
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ところでございます。 

  税務課は３年に一度の航空写真ですけれども、林地のほうは３年ではそれほど変わらない

と見ております。また、全体を飛ばしている関係上、同じ業者さんを使っておりますので、

またちょっと今後の計画で、もしかしたら３年に一度にするのか、またもう少し林地のほう

だけは期間を延ばすのかは、ちょっとまだ未定ではございますけれども、今後、課題として

いきたいと思っております。 

  業者は、アジア航測という航空会社になります。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） その他収入がそのまま委託料になっているんですけれども、この収入

はどこから来ているんですか。収入というか、財源。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 財源の346万5,000円につきましては、先ほど述べました森

林環境譲与税の一部を充当させていただいております。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） １点だけ。20ページの一番上の双葉北部地区圃場整備換地業務です。 

  ちょっと私ども議会広報で行ったときに、会員の方から待っているというふうなこと、意

見があったものですから、ちょっと進捗状況をお伺いしたいんですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 小松係長。 

○農林基盤整備係長（小松利也君） 双葉北部の圃場整備につきましては、現在、１の１工区、

１の２工区、１の３工区、そして２工区、３工区と５つの工区に分かれております。そのう

ち、最初に言いました１の１、１の２、１の３、これをまとめて１工区と言っています。１

工区、２工区、３工区、それぞれに地元選出の換地委員さんを設けております。お願いをし

ております。 

  なので、この１工区につきましては、実は１の２、１の３工区はもう完了しておりまして、

規模の一番大きな、面積の広い１の１工区がまだ残っております。これは圃場整備、これに

ついては、この秋完了予定なんですけれども、契約的には。多分、水の関係とかいうのがあ

りまして、もうちょっと延びるのではないかという想定をしております。２工区につきまし

ては全て完了しております。３工区につきましては、まだ設計の段階というように、それぞ

れスタートの時点が違うので歩みが違うんですけれども、進捗としてはそんな形になってお
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ります。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 22ページの昇仙峡の松の緑を守る会の負担金。 

〔「マイクをお願いします」「内藤委員、すみません」と呼ぶ者あり〕 

○委員（内藤久歳君） これの内容を教えてください。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） お答えします。 

  昇仙峡の松の緑を守る会の内容でございますけれども、昇仙峡の景観の主役でございます

松を松くい虫の被害から守るために、計画的かつ組織的に被害防除対策を講ずることを目的

とした団体でございます。 

  事業の内容につきましては、昇仙峡の松くい虫防除計画を策定いたしまして、防除帯予防

として、千田橋から羅漢寺の間の河川の両岸おおむね50メートルにわたる史跡名勝となる

松林は、樹幹注入剤、木の中に薬剤を注入して松くい虫を予防するというふうな活動をして

おります。またそれ以外についても、可能な限り、伐採、伐倒などの駆除を行うというふう

な活動をしております。 

  ちなみに負担金のほうでございますけれども、令和元年度、県が一番負担金を出している

んですけれども、県が約490万円、甲府市が76万5,000円、私どもの甲斐市が32万円、その

他地元の方々、関係団体等が幾つもありますけれども、それらの合計が20万1,000円という

形になっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） そうすると、県と甲府市と甲斐市というふうなことの中で、一応、負

担をしてこの会を運営しているということだと思うんですけれども、それに関して会議とか、

そういうふうなことはやっているんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 年に１回の総会がございまして、総会の中で計画を進めてお

ります。今年はこの地域をやるというような形がおよそ周期で決まっておりますので、その

周期に基づいて実施をしております。 

  以上です。 
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○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） その会議へ出席する構成メンバーというのはどんな格好になっている

んですか。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 構成員でございますけれども、甲府市、それから私どもの甲

斐市、甲府市の上下水道局、昇仙峡観光協会、そのほか恩賜県有財産保護組合などの団体、

それから県の中央漁協さん、甲府市観光協会さん、中央森林組合さんなどの団体となってお

ります。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それ、自分たちでの事業もやっていくんですけれども、あとその会と

して、県にそういった松くい虫防除の対策事業に関する要望とか、そういうふうな活動はし

ていないですか。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） この団体として直接活動というのはしていなかったと思いま

すけれども、構成員の中に県のほうも入っておりますので、会議等には県の方にも出席をし

ていただいて、当然、その中でご意見等は述べさせていただくというような形を取っており

ます。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） そういうことであれば、年に１回、総会はやっているということなの

で、当然、県のほうから来るわけで、この問題は市だけの問題じゃなくて、やっぱり県の資

源だから、県も積極的に取り組んでもらって財源等も投入して、緑を守る会というんだから、

そしてその目的が昇仙峡の緑ということなので、その辺のところも、今度、会議に行ったら

そういうこともちょっと訴えて、もう少し県に力を入れてもらうようにしたらどうかな。 

  というのは、県も、昇仙峡を観光の目玉として見直しを、取組をしようというふうな動き

があるので、甲斐市のほうからそういうことを積極的に発信してもらって、昇仙峡の緑を守

る会の、この会の目的に基づいた形になればいいかなと思うので、ぜひそんなことも訴えて

もらいたいというふうに思います。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 貴重なご意見をいただきましたので、会議のほうに出席した

際には、先ほどご質問の中にもあったと思いますけれども、昇仙峡、日本遺産の指定も受け
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たというふうなこともございますので、ぜひその辺も強く要望させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） さっきから出ている森林環境税の、今回は何かあてがいぶしみたいに

ぽこっとこう340万ばかり出たから、写真撮影という予算に振り替えたようなんだけれども、

今後基本的な負担割合と補助の割合については、基本ラインは決まっているわけだから、不

公平、公平はともかくとして、当然、あてがわれる額の計算は成り立つわけだもので、その

辺のことを今後考えないといけないかなというふうに思う点と、あと一点は、県税とのダブ

りの部分について、今回のこの農林振興に関しては、県はその森林環境税の市民県民税上乗

せ分は甲斐市の分として、どの項目にどのくらいずつ出してくれたかは、ちょっと、これ、

この決算書にはどう反映されているか分かりにくいんだけれども、その辺はどうですかね。 

○副委員長（清水和弘君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） お答えをさせていただきます。 

  今、ご質問がございましたけれども、昨年度は初年度ということで、466万7,000円の譲

与税をいただきました。当初の計画だと令和２年度も同額というふうな予定でございました

けれども、国のほうで積極的な森林事業に取組をしてほしいというようなことの中で、今年

度から額が少し上がりました。令和２年度から３年度の２年間991万8,000円、２年間で約

1,900万円の金額が入ってきます。また、令和４年度からは単年で1,283万6,000円、それが

４年、５年の２年間で約2,500万円ほどの金額が入ってきます。これだけの貴重な大きな財

源が入ってきますので、先ほどもちょっと申し上げましたが、森林の適正な管理というよう

なことの中で、全伐、間伐等も含めて、バイオマスの資材になるようなことにも財源として

充当できるというようなことを伺っておりますので、それらの事業も将来的なことを見据え

た中で、今後、どういった事業に財源を充てていくのがいいのかというのは、ちょっと私ど

もで考えさせていただきたいと思います。 

  また、それとは別に、ハードな部分ではなくて、教育関係の予算にも一部充当が可能です。

例えば教室の机、椅子を県産材を使ったものに替えるというようなものについても財源を充

当するというふうなことが可能ですので、実は今、教育総務課さんのほうとも、それらの計

画がないか、単年でちょっと金額が許すようであれば、複数年でも構わないかなということ

で、今、打合せをさせていただいています。 

  いずれにしても、そういったもろもろの事業計画なんかを、今後ちょっと詳細を詰めてい
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ければなというふうに考えております。 

  それから、県が今、既に徴収しております森林環境譲与税、県のほうでもう既に徴収して

おりますけれども、今回の森林環境譲与税を利用した事業と重複する部分があるんではない

かというふうなことで、県のほうでも同様な質問が、平成30年12月の定例会で出ておりま

す。その際に、県のほうでは２つの制度を活用する中で、森林整備を進めていくというふう

に答弁をしております。 

  県の森林環境譲与税につきましては、平成29年度から令和３年度までの５年間で森林環

境保全基金事業の第２期計画を実施しているという状況でございます。この事業では、荒廃

した森林の再生、里山林の再生、広葉樹の森づくり、甲斐の木づかい推進事業、県民参加の

森林づくり推進事業などの事業を行っているというふうに伺っております。これらにつきま

しては、県の経営計画に基づいて行っている森林になります。 

  今回の新たな森林管理システムの対象森林は、経営管理が行われていない森林、これ、私

有林になりますけれども、それが対象になるため、対象がすみ分けられているというふうな

ことのようでございます。 

  ただし、先ほどお話ありましたように、啓蒙啓発事業等につきましては、重複する部分と

いうのも出てくるかと思いますので、今後、市町村との役割分担の下で、効果的にこれらの

財源が活用できるよう、県のほうとも協議をさせていただければと思います。よろしくお願

いします。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 国と県と重複したらしたで、国県の支出金のうちの国の分が何ぼ、県

の何ぼと分かれば別に構わないんだから、それはいいんだけれども、いろんな用途にいろい

ろ使えるということで、みんな押しなべて寝たきりの年寄りから赤ちゃんまでみんな取られ

ているわけだもので、取るほうの算段も最低限の権利は主張せざるべきだし、それに向けた

用途の考え方は考えていかなきゃいけないというふうに基本的に思う。 

  その中で、22ページの林道費、林道維持管理事業642万、ほとんどがこれなんだけども、

当初予算には、この項目は林道の工事費と林道の橋梁の個別施設策定とに、業務委託とに分

かれていたんだけれども、これの金額の分割というか、決算内容はどういうふうですか。 

○副委員長（清水和弘君） 樋口係長。 

○農林管理係長（樋口 一君） 今、ご質問いただきました林道費の財源の予算の内訳でござ

いますが、林道橋梁の個別施設計画策定のため調査、測量で345万6,000円で、工事請負費、
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上菅口漆戸線の作業道整備工事が292万6,800円となっております。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） そうすると、この林道の橋梁の計画の策定は終わったと。業務委託が

終わったということは、これからどうするかはこれから検討するけれども、一応調査は終わ

ったという解釈でいいですね。 

○副委員長（清水和弘君） 樋口係長。 

○農林管理係長（樋口 一君） 今の調査は、インフラ長寿命化計画に基づきますものの中の、

個別施設計画というのを市で策定しなければならないのですが、それを策定するための調査、

測量でございまして、今後、個別施設計画の策定を行うものでございます。 

  以上です。 

○委員（斉藤芳夫君） それではいいです、分かりました。 

○副委員長（清水和弘君） そのほか質疑ありますか。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで、６款農林水産業費、１項農業費、２項林業費及び１款災害復旧費、１項農林水産

施設災害復旧費並びに13款諸支出金、１項基金費のうち農林振興課所管の事業についてを

終了いたします。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

  １時半に再開いたします。よろしくお願いします。 

 

休憩 午後 零時０５分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○副委員長（清水和弘君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  ここで報告いたします。小澤委員については早退する旨の連絡がありましたので、報告い

たします。また、伊藤委員については遅刻する旨の連絡がありましたので、併せて報告いた

します。 

  それでは、会議を再開します。 

  商工観光課より、２款総務費のうち商工観光課所管事業、５款労働費及び７款商工費並び
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に13款諸支出金、１項基金費のうち商工観光課所管の事業について、一括で説明を求めま

す。 

  堤商工観光課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） お疲れさまでございます。 

  商工観光課が所管いたします業務の令和元年度決算につきまして、ご説明させていただき

ます。決算書につきましては、56ページから59ページが２款総務費、90ページから93ペー

ジが５款労働費、98ページから101ページが７款商工費、138、139ページが13款諸支出金に

なります。説明につきましては、決算参考資料によりご説明させていただきます。 

  それでは、決算参考資料の25ページをお開きください。 

  25ページ、２款総務費、１項総務管理費、５目企画費、16地方創生事業につきましては、

令和元年度より秘書政策課から商工観光課に移住・定住促進事業の事務が移管されました。

支出済額935万9,478円は移住相談会出展料事務費、移住・定住ポータルサイト保守委託、

魅力発信拠点運営業務委託などであります。 

  １枚めくっていただき、26ページをお願いいたします。 

  ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費であります。 

  01労働関係職員費、支出済額483万837円は、商工労働係の職員１名分の人件費でありま

す。 

  12市民保養所委託事業、支出済額187万3,706円は、市民の保養所として夏季に委託契約

している各保養施設との委託費と事務費であります。海の家は1,691人、山の家は141人、

合計1,832人が利用しております。 

  13峡中広域シルバー人材センター補助事業、支出済額1,447万1,000円、財源内訳のその

他623万9,000円は、峡中広域シルバー人材センターを構成する中央市から372万5,000円、

昭和町から251万4,000円の負担金の合計であります。この額に甲斐市の負担金823万2,000

円を合わせた額をシルバー人材センターへ補助金として交付したものでございます。 

  15労働施策推進事業、支出済額300万4,500円、財源内訳のその他300万円につきましては、

市が中央労働金庫に年度当初に預託し、年度末にその預託金が労働金庫から返納された金額

であります。事業内容は、勤労者生活安定資金預託金と山梨県職業能力開発協会への法令外

負担金でございます。 

  16勤労者施設運営委員会費、支出済額１万5,250円は、勤労青少年ホーム、働く婦人の家、

勤労者会館、３施設の運営管理などを審議する委員会委員７名のうち出席者５名分の報酬で
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あります。 

  18勤労青少年ホーム管理運営費、支出済額305万1,544円、財源内訳のその他14万5,450円

は、施設の使用料収入でございます。事業内容は、２講座年間15回開催した教養講座の講

師謝礼と光熱水費、電話料などの管理費、施設清掃や設備保守点検の委託料であります。 

  次に、27ページ、20働く婦人の家管理運営費、支出済額553万6,883円、財源内訳のその

他73万3,099円は、施設の使用料収入でございます。事業内容は、６講座年間17回の教養講

座の講師謝礼であります。そのうち、昼に開催する講座には託児コーナーを設けており、左

下ファミリーサポートセンターへの謝礼でございます。維持管理費といたしまして、光熱水

費、電話料などの管理費、施設清掃や設備保守点検の委託料、屋上防水工事費であります。 

  21勤労者会館管理運営費、支出済額27万714円で、財源内訳のその他６万7,500円は、施

設の使用料収入でございます。事業内容は、消耗品、光熱水費などの管理費、エアコン設置

費用でございます。 

  次に、７款商工費、１項商工費、１目商工総務費であります。 

  01商工観光関係職員費、支出済額5,116万1,562円は、商工観光課職員７名分の人件費で

あります。 

  10商工総務費、支出済額５万4,162円は、職員の普通旅費等と郵便料でございます。 

  １枚めくっていただき、28ページをお願いいたします。 

  28ページ、２目商工振興費、02商工振興事業、支出済額1,775万8,039円は、中小企業・

小規模企業振興会議委員13名分の報酬、郵便料、商工会補助金でございます。商工会補助

金につきましては、総合振興事業以下５つの事業に対し、３分の２以内の補助金でございま

す。次に、下から３つ目、小規模事業者経営改善対策資金利子補給48件は、小規模事業者

が県商工業融資資金や日本政策金融公庫資金から借り入れた経営改善資金のうち、１年以内

に支払った利子の２分の１以内で、補助限度額を10万円とし、その利子の一部を補助する

ものでございます。次に、山梨県地域経済牽引事業促進協議会への法令外負担金であります。

一番下のポケットパーク維持管理費は、アルプス通り沿いの農林高校の入り口交差点北側に

設置しておりますポケットパークのライトアップ等の維持管理費でございます。 

  次に、29ページ、３目観光費でございます。 

  10観光推進事業、支出済額1,525万4,894円、財源内訳のその他３万3,274円は、やはたい

ぬのＬＩＮＥスタンプ購入料分配金と宝くじ地元協賛金でございます。事業内容、登山道整

備委託等事業は、ふるさと自然観察路や茅ヶ岳等の登山道入り口や駐車場の草刈り業務委託、
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清川地区消防団詰所のトイレを観光客用トイレとして借用しておりますので、その清掃委託

費と消耗品費でございます。観光巡回バス運営委託事業は、５月に梅、６月にサクランボ、

桑の実等の収穫時期の休日に年間４回運行した市内観光巡回バスの運営委託事業費でありま

す。フットパス事業は、市内の各観光資源を結ぶ小さな旅の散策ルートを回る事業として６

回開催いたしました。マスコットキャラクター着ぐるみ活用事業は、着ぐるみを活用し、甲

斐市のＰＲを図る事業で、着ぐるみの派遣業務委託ＰＲ用品作成業務などであります。竜王

駅鈴虫会場設営等委託は、竜王駅南北自由通路で開催した「鈴虫の声を聴く甲斐」の会場設

営等委託でございます。観光イベント参加旅費は、県外で開催されたイベント等への参加旅

費及び高速道路料金でございます。観光関係ＰＲ用品等は、県外のイベントへの参加時の消

耗品等であります。郵便料、広告掲載料等は、各種雑誌や新聞紙面への観光情報の広告掲載

料と郵便料でございます。観光関係団体負担金は、山梨県観光推進機構など３団体への負担

金であります。竜王駅魅力発信協議会補助金は、協議会が実施した竜王駅及び南北駅前広場

のイルミネーション事業や朝市植花活動等に対する補助金でございます。 

  11観光イベント事業、支出済額781万9,915円は、おみゆきさん実行委員会、大弐学問祭

実行委員会、甲斐市サクラまつり実行委員会への各補助金と信玄公祭り参加経費でございま

す。甲斐市サクラまつり実行委員会補助金につきましては、わくわくフェスタの廃止に伴い

ます新たなイベントでしたが、新型コロナウイルスの影響により開催はできなかったものの、

事前の準備経費に対する補助金を支出したものでございます。信玄公祭り参加経費は、４年

に一度信玄公祭りへ参加いたしました事務経費や参加負担金等であります。 

  １枚めくっていただき、30ページをお願いいたします。 

  13款諸支出金、１項基金費、12目地域振興基金費、01地域振興基金積立、支出済額3,873

万6,386円の財源内訳のその他3,728万6,858円は、事業者からの令和元年度３月末までの負

担金及び基金利子積立金でございます。また、一般財源の144万9,528円につきましては、

３月末以降に入金された平成30年度分の負担金でございます。事業内容につきましては、

競輪のサテライト双葉、ミニボート、オートレース、地方競馬の４つの公営競技場外売場の

基金利子積立金37万7,000円、事業者からの負担金による予算積立金3,835万9,386円であり

ます。 

  以上が商工観光課の決算内容でございます。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） 26ページの真ん中、シルバー人材ですが、甲斐市のシルバーの会員

はどのくらいいるんでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） お答えいたします。 

  シルバーの甲斐市の登録人数でございますが、令和２年３月末時点のシルバー人材センタ

ーの会員数は全体で741人、そのうち、甲斐市の登録人数は505人でございます。 

  以上であります。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） あと、朝市ですが、竜王駅のこの29ページの朝市、いまいち何かに

ぎやかじゃない感じがするんだけれども、どんな状況ですか。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 朝市につきましては、平成31年度の４月当初は、９店の出

店者数でしたけれども、現在出店者数も増えまして42店舗が登録しておりますので、大変

にぎやかに開催していると考えております。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 以前、うちでも出そうかと思いましたけれども、非常に少なくて、何

かあまり売上げもということを考えたんでやめたんですけれども、じゃ、大分最近はいいわ

けですね。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 今の関連ですけれども、出店数は急に見ますと、南口、北口、両方で

も多く、松井議員さんも出そうかと思った、議員だからいち早くこういうことは出したほう

がいいと、これはここに置いておいて、今後もまだまだ増える可能性があろうか思うんです

けれども、今後、同じ出店者がいろんなものをダブって売っているようなところもあるんで

すけれども、ちょっとまた趣向を変えて、何か食べ物とかそういうものを市のほうから要求

するという、そういうことはできますか。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） お答えいたします。 
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  出店者が重なっている部分あろうかと思うんですけれども、その辺りは出店者の意向とい

いますか、そちらを尊重させていただいて、今事業開催しております。甲斐市のほうで、今

後、何か新しい何かそういったものがあれば、そういったものを推進してまいりたいと考え

ております。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ぜひ、ようやく根づいてきたかなと思うんですけれども、これも誰か

の何かの風が起こしたというか、そういう火つけ役があったからじゃなかろうかと思います

けれども、ぜひ大切にして、勝沼地区に負けないような立派な朝市にしてほしいとこんなふ

うに思います。 

  質問があります。その中で、その上の観光関係団体負担金というのが３団体あるんですけ

れども、多分茅ヶ岳とか、パンフレットか何かという、じゃ、その３団体のこの全部のあれ

ですけれども、内訳が分かりますか。どこへ幾ら幾らという金額が分かれば教えてほしいん

ですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） お答えします。 

  ３団体のうち、山梨県観光推進機構負担金が67万4,000円、２つ目が茅ヶ岳ガイドブック

共同印刷負担金、こちらが10万円、３つ目がクリスタルライン整備促進協議会負担金、こ

ちらも10万円となっております。 

  以上であります。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） と言いますと、今の中で、クリスタルラインさんとガイドブックとパ

ンフレットは10万円、10万円ということで、一番山梨県観光推進機構が多いということ、

これは県のあれですか、諮問機関というか、そういう扱いのところですか。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） はい、そのとおりでございます。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 最後に質問変えます。 

  マスコットキャラクターのことでお伺いします。 

  以前も聞いているんですけれども、去年の成果見ますと、いろいろ全部が101か所行った

ということの中で、県外が７か所あるんですけれども、どんなところに行ったか、ちょっと
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教えてほしいですけれども、県外。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 県外の派遣につきましては、長野県、山形県、滋賀県、茨城

県、埼玉県に訪問しております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 多分、昨年は関西方面も狙うということで、大阪などいろいろ行った。

今のを見ますと、山形、長野とかそんなほうへもちょっと足を運んだということで、それは

いいんですけれども、何とかまた関西方面も継続して行ってほしいと思います。これは要望

で結構です。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） サクラまつりのことでお伺いします。29ページの最下段のほうです

か。 

  今年の場合は、３週間ぐらい前に中止というふうな話だと思うんですが、やっていればも

うちょっと増えたはずなんだけれども、実際、この347万のうち、どういう内訳ですか。ど

うしても初期投資という形で、もう金をかけなきゃならん。キャンセルしても浮いたわけで

もないということもあろうと思うんですが、大まかなものとちょっと言っていただけますか。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） サクラまつりにつきましては、中止になりましたけれども、

事前の準備ということで、業者のほうにも委託しているものがございました。会場設営につ

きましては、当日の会場はございませんでしたけれども、ライトアップの費用を用意してい

ただいたということで計上しております。 

  契約については、450万円の委託契約しておりましたけれども、そのうち、経費かからな

い分を引きまして、227万円ということで支出しております。 

  あと、イベント業者に運営する分もございまして、プログラムの印刷ですとか、広報紙の

部分を支出しておりますので、その分の費用、あと警備委託につきましては、当日ございま

せんでしたけれども、事前に契約していましたので、５％の違約金ということで支払ってお

ります。あとは事務経費になります。 

  以上です。 
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○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） ライトアップについては、市で買ったわけではなくて、業者に委託し

て用意させたと、ただし、中止になっちゃった、ライトアップはやったのか。ライトアップ

はやったんだ。じゃ、市の購入したライトアップの器具ではないということでいいですか。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 器具は全てレンタルでして、ライトアップも一部のところだ

け試験的にやったものがございます。その費用も含めてでございます。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） ということは、今後いろいろな同様のイベントがあったときにライト

アップしようといったときには、また新たにそういうライトアップの費用がかかっちゃうと

いうことでいいんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） レンタル費用になりますので、レンタル費はかかると思いま

す。 

○委員（五味武彦君） かかるということで。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） ちょうど以前から気になっているところの話が出ましたので、質問い

たしますけれども、20ページの先ほどの観光関係団体のところで、クリスタルラインとい

うのが出たんですけれども、クリスタルラインというのはいつ通っても迷ってしまうような

道路だなと思って、瑞牆山から入って最初はいいけれども、甲斐市が近くなると道が分かれ

ていて、どれがクリスタルラインか分からない。それで、乙女高原から入ってきているとき

も、上積翠寺に入ってしまって、甲斐市まで来ないという非常に危ない道路、ここに10万

とありますけれども、この道路標識をもう少し、せっかくクリスタルラインとすばらしい名

前で希望を持って行くわけ、ドライブに。なのに分からなくなってしまう。 

  これ、何回かありましたので、ぜひその辺をちょっと改善する必要があるかなと思いまし
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た。特に、敷島を出るときに、敷島町になっている、表示が。その辺ぜひ改善していただき

たいと思います。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） ご要望ありがとうございます。貴重なご意見だと思われます。

今後、クリスタルライン整備促進協議会のほうがございますので、その協議会の中で、そう

いった要望等も扱わせていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 基金費の中で、振興積立基金について、直近の３か年の積立基金状況

を教えてください。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 基金の積立ての分でよろしいでしょうか。 

○委員（内藤久歳君） 年度ごとの積立て、直近で３か年ぐらいでいいかな。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 平成30年が144万9,528円、平成29年が113万5,421円、平成

28年度が183万9,134円となっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それと、今の利子なんだけれども、積立金、４施設の総額あるでしょ

う。４つのあれがありますよね、その合計はどのくらいなんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） すみません、平成30年度4,045万107円、平成29年度4,213万

6,287円、平成28年度4,283万9,641円となっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） そうすると、次が3,859万3,086円ということは、年々下がっている

ということだね、これ。 

  ちなみに、今の基金の総額はどれくらい残っているのですか。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） ２億1,567万2,064円でございます。 

  以上です。 
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○委員（内藤久歳君） はい、分かりました。ありがとう。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 25ページ、地方創生事業、ちょっと聞きたいんだけれども、約935万、

これ、一般財源だと思う、投資をしているんだけれども、令和元年度のこの実績等をちょっ

と教えてもらえる。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 空き家バンクによります移住者の方が２世帯３名、移住相談

会を通じまして甲斐市に移住された方が２世帯５名、計４世帯８名の方が、令和元年度甲斐

市のほうに移住をされております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 当然ある程度成果が出ないと、これだけのお金を使って、これ、一般

財源使っているわけだよ、935万。基本的にそれなりの成果は出ているということだけれど

も、これだけ財源を使っている割には以外と成果がないのかなと思うんだけれども、どうな

んですかね。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） お答えします。 

  こちらの移住・定住の促進事業につきましては、費用対効果というのは非常に難しいとい

うか、分かりにくい面もあるんですけれども、移住のために、例えば甲斐市が移住・定住に

関するポータルサイトを出したりとか、移住・定住の魅力発信の協定委託業務を行う中で、

ふるさと納税なんかもそういったＰＲも兼ねて行っておりますので、そういったものにも収

入がございますので、非常に難しい、費用対効果というのは難しいわけなんですけれども、

そういったところにも併せて事業展開しておりますので、ご理解をいただきたいと思ってお

ります。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 当然、こういった事業も必要、これは当然我々も認めるんだけれども、

基本的に財源の割に、そのいまいちの成果が今言ったように、費用対効果はなかなか見えな

いということもそれも分からないわけじゃないけれども、ある程度、当然検証した中で、令

和２年度もこれも恐らく今回つけているんじゃないかと思うんだけれども、だからそういっ

たものもやっぱりよく県を通して、やっぱりいろんな面で検討してやっぱりやっていく。ち
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ょっとマイナスなんていうかな、成果が出ないようなものはもうちょっと研究したり、やっ

ぱりするということも、創意工夫というか、必要じゃないかと思うんだけれども、その辺に

ついて課長、コメントあったら。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） 今、藤井係長のほうからもご説明したんですけれども、移

住・定住の移住の関係で、そういった空き家バンクだとかそういったもの以外に単純に首都

圏から甲斐市のほうへ移住してきたというのは、ちょっとデータがないものですから、そう

いった面も検証させていただいて、今後移住の促進に、一番いいのは移住していただけると

いうことを前提にそういった甲斐市を知っていただく、魅力を伝えていくという事業も行っ

ているわけなんですけれども、赤澤議員のおっしゃったように、今後検証しながら、進めて

まいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） 25ページの今の地方創生事業ですけれども、私も一緒に手を挙げた

ら、前の議員さんが先に質問して、その続きになってしまいますけれども、この業務委託さ

れているその委託先は以前と変わらないということと、委託された人は主にはどのような活

動をされているか、その内容とちょっと教えてもらいたいんですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 以前のところと同じ甲斐路苑さんというところになります。

主な内容としましては、都内で行いますマルシェといいまして、市場みたいなのをつくるん

ですけれども、そちらに甲斐市の特産品を持っていって、甲斐市のＰＲをすることであると

か、あと移住の相談会のほうも東京でやる場合には一緒に来ていただいたりとかということ

をしております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） そんなふうな活動ということで、はっきり何かよく分からないんです

けれども、東京に行ったときなんかはデパートなんかにもそんなふうなコーナーがあって見

たことありますけれども、そういう方にこれだけの支出をされているわけですか。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 東京で行っていただくんで、そちらの杉並の場所の家賃です

とか、あと１人メインで活動していただく方がいらっしゃいますんで、その方の人件費です
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とか、そういうのを合わせますとそれぐらいの金額がかかってしまうという内容になります。 

○副委員長（清水和弘君） 小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） この事業は、一番最初の年は多分補助金がついたと思いますけれども、

その後は補助金はついていないということで、もうこれで何年目になるんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） すみません、正確にはちょっと言えないんですけれども、こ

こ２年ぐらいはついていません。二、三年ぐらいはついていない状況になります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） 私聞いたのは、この事業を開始してから、昨年までは何年継続されて

いるかということですけれども。 

〔「ちょっとすみません」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） 小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） 調べているみたいですから、あれですけれども、私は四、五年かかっ

ているんじゃないかと思います。以前は、秘書課のほうでやっていたんですよね、この事業

は。それが今度こちらのほうに来たということですけれども、先ほども指摘されましたけれ

ども、年間でもって1,000万近くの単独事業で継続されているということで、この移住・定

住の事業の実績も先ほど話されましたけれども、４世帯が、はっきり分からないですけれど

も、来ているというような感じでもって、それが実績だということですけれども、四、五年

かかって４世帯ぐらいが来ているというような把握をされているみたいですけれども、本当

に実績が上がらないような事業でしたら、やはり考え直すというか、そういうことをきちん

とやってもらいたいと思うんですけれども。 

  以前は、秘書課のほうでやっていましたから、それがどうしてまたこちらのほうへ、商工

観光課のほうへ来たのか、それでもってまた継続しているのかよく分からないんですけれど

も、やはり実績の上がらないような事業だったら、やはり見直しをしてもらいたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） すみません、先ほどの内容、４世帯８名というのは、令和元

年度に限ったことでございまして、その説明をさせていただきました。 

  空き家バンクについては平成22年度から、移住相談会については平成23年度からの実績
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がございます。そちらを合計しますと、空き家バンクで20名、移住相談会で10名、合計30

名の方がいらっしゃっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 28ページの観光イベントの件で伺いたい。 

  決算年度はわくわくフェスタがなくなって、サクラまつりというふうになった。だから、

お金がかなり残った形になっているけれども、このおみゆきさん、大弐学問祭、サクラまつ

り、この３つとも実行委員会というふうに、委員会という名称になっているんだけれども、

これは、現実は商工会ですか、全部、中身は。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） それぞれ実行委員会を設けていまして、おみゆきさんにつき

ましては、周辺自治体ですとか、神社関係、あとみこし関係ということで、商工会もメンバ

ーの一員ですけれども、商工会主体ということでございません。あと、学問祭につきまして

も、地元、あと神社、みこし、あと消防団等で、商工会もメンバーに入っていますけれども、

主で行っているということではございません。あと、サクラまつりも同様に自治会、消防団

等でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） あてがわれている額が少な過ぎて、やりたいことができていないのが

実態で、それで、例えば大弐学問祭、私は直接関係するのがこれになっちゃうんで、これだ

けの例を見ても、とてもこんな補助金の額でできる事業じゃないことをでかくやっているわ

けですよ。自分たちで寄附を募って、かき集めてきて、町の観光振興のためにやっていると

いうような現状になっていることは、やはりちょっと今年はコロナでいろいろ中止というこ

とになっているんだけれども、事業実績でまた減っちゃったら、決算の数字が減っちゃった

ら、また減るんじゃないかと心配しているんだよね、現実に。だから、そこら辺のことは今

は、わくわくフェスタで500万近く以上のお金が、サクラまつりに変わったら、実際やって

みたら幾ら増えるか、幾ら減るかは分からないけれども、もうちょっと手厚く、この1,500

万が700万しか前年度は使わなかったということになっているけれども、それが実績になら

ないように、みんな困っているのは現実なんで、そこのとこら辺を考えて、考慮してもらい

たいんだけれども。決算の数字と直接関係ない話で悪いんだけれども、そういうふうに思い
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ますので、お願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） 斉藤議員のおっしゃるとおり、今年度はコロナ関係で、事業

が縮小されて、神事のみということで、山県大弐の学問祭なんかも今回は神事のみという形

になりますので、決算がコロナで縮小されても来年度の当初予算等で決算の実績が予算にな

らないように、こちらのほうでも予算のほうについては、事業については予算をつけるよう

に、要望していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 正直言うと、商工観光に基金がこんなにたくさんあるんだったら、も

っと使ってくれるように頼みますよ。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  その他、何かございますか。 

  山本委員。 

○委員（山本英俊君） 29ページの10観光推進事業、登山道整備委託事業、これは１人でや

っている金額、その人に払う金額なのか、数人でやっているのか、その辺はどうですか。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 令和元年度につきましては、従前まで登山道の整備というこ

とで、業者さんにお願いしておりましたけれども、市の職員も現場に確認したところ、令和

元年度は整備が不要という判断をしました。それで、入り口付近の除草作業を委託しまして、

実施しております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本英俊君） 今の委託といって、例えば清川の個人的に１人頼むとかそういう形じ

ゃなくて、どんなふうにやっているのか、ちょっとこの辺。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 除草作業につきましては、シルバー人材センターに委託して

おります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本英俊君） これは、13万2,000何がしというのは、これはほとんどがシルバーの
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金額ということかな。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 除草作業とあと清川のトイレを借りていますので、その清掃

料になります。 

○副委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本英俊君） そのトイレの清掃というのもシルバーでやっているの。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） シルバー人材センターに委託しております。 

○副委員長（清水和弘君） 山本委員。 

○委員（山本英俊君） トイレの清掃ぐらいだったら、誰が行ってもできるんだけれども、登

山道の整備とか、例えばちょっと崩落しちゃったとかそうなると大変なことだから、その辺

はちょっと今回みたいに台風が来たようなときは、手まめに見てやって、そして手を入れて

やらないと、結構そうはいっても登っている人もいるんで、この辺も観光の一部だし、丁寧

にやって、登りやすい登山道造ってやるということも大切なんで、よろしくその辺は要望で

結構ですけれども、お願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） じゃ、もう一つ聞きたいと思います。 

  この29ページの下のほうの観光イベント事業ですけれども、先ほども質問がありました

けれども、この事業は甲斐市サクラまつり実行委員会という補助金というのがありますけれ

ども、この事業は国で行った「桜を見る会」ということで随分問題になりましたけれども、

それと同じような趣旨で考えたような会でしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） わくわくフェスタに替わりまして、甲斐市の花が桜ですので、

桜をめでるということで、新規イベントを計画しました。令和元年度につきましては、コロ

ナウイルスの関係で中止となっておりますけれども、桜のイベントとあとライトアップとい

うことで計画をしております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） わくわくフェスタの場合は、いろいろ店が出て、買物したりしてそれ
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を楽しむというようなフェスタですけれども、この場合は「桜を見る会」で、何かさっきラ

イトアップということですから、夜やるということですかね。それで、何か人を招待してや

るわけですか、それとも招待しなくて誰でもフリーに入って楽しむというようなそんなふう

な会ということですか。 

○副委員長（清水和弘君） 堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） 国の招待とかそういう形ではなく、一般の方、甲斐市民、市

外の方も含めて自由に見ていただけるような…… 

○委員（小浦宗光君） ちょっとよく聞こえないです。 

○観光交流係長（石原大助君） 国の招待という形ではなく、甲斐市の市民、市外の方も含め

まして、自由に見ていただくような桜のお祭りという形になっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで、２款総務費のうち商工観光課所管の事業、また、５款労働費及び７款商工費並び

に13款諸支出金、１項基金費のうち商工観光課所管の事業について終了します。 

  ここで、暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午後 ２時１７分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○副委員長（清水和弘君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いします。 

  次に、建設課より６款農林水産業費、３項国土調査費及び８款土木費、１項土木管理費に

ついて説明を求めます。 

  小宮山建設課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） お疲れさまでございます。 

  それでは、建設課より決算内容につきましてご説明させていただきます。 

  初めに、６款農林水産業費、３項国土調査費、１目地籍調査費です。 
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  決算書では、98ページ、99ページとなります。決算参考資料においてご説明させていた

だきます。ナンバー７建設産業部資料１ページをお願いいたします。 

  01地籍調査費につきましては、支出済額912万2,690円となっております。財源内訳の国

県支出金465万7,500円は、県支出金の地籍調査事業費補助金で、一般財源は446万5,190円

でございます。事業内容につきましては、地籍調査費業務委託吉沢地区0.27平方キロメー

トル、地籍情報システム保守委託、地籍情報管理システムリース料、協議会負担金、現場で

使用する消耗品等でございます。 

  次に、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費です。 

  決算書では100ページから103ページとなります。決算参考資料は、引き続き１ページを

お願いいたします。 

  01土木管理関係職員費につきましては、支出済額１億553万1,652円となっております。

財源内訳は全て一般財源でございます。事業内容につきましては、建設産業部長と建設課職

員を合わせた15人分の人件費でございます。 

  次に、10道路台帳管理事業につきましては、支出済額522万5,000円となっております。

財源内訳は全て一般財源でございます。事業内容につきましては、新しく市道に認定しまし

た道路や拡幅整備などをした道路、延長4.18キロメートルについて道路台帳の補正業務を

行っております。 

  次に、11道路維持管理事業につきましては、支出済額2,563万9,954円となっております。

財源内訳のその他2,171万3,204円につきましては、道路占用料でございまして、一般財源

は392万6,750円でございます。事業内容につきましては、道路維持管理等作業員人件費は

市道などの補修管理を行う作業員の人件費で、竜王地区２名、敷島地区２名、双葉地区２名

の体制で業務を行っております。道路維持費につきましては、道路補修の材料費、道路照明

等の電気料、修繕費などでございます。市道街路樹等管理委託は、市道の街路樹剪定等の管

理委託でございます。除雪等重機借り上げにつきましては、台風19号により、市道に流失

した土砂などの撤去費用でございます。緊急道路道水路改修工事につきましては、道路の陥

没や施設の破損等に対し、早急に対応した工事費となっております。 

  ３、決算参考資料の２ページをお願いいたします。 

  次に、12土木総務事業費につきましては、支出済額968万1,387円となっております。財

源内訳の国県支出金34万9,130円は、国庫補助金の社会資本整備総合交付金23万6,000円と、

県補助金11万3,130円の合計でございます。その他171万2,210円は、公共物使用料、国有河
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川占用料、建築確認事務手数料、鉄類売上げ収入、雑入等の合計で、一般財源は762万47円

でございます。事業内容につきましては、篠原地区公園調整池ポンプ電気料等は、篠原地内

の公園に設置されている排水ポンプの電気料、保守点検料でございます。分筆登記等に伴う

測量委託料は、導水路など個人名義の土地の所有権移転等に係る費用でございます。木造住

宅耐震診断業務委託料は、甲斐市木造住宅耐震診断事業実施要綱に基づき、木造住宅の耐震

診断業務などを行っております。県単独急傾斜地崩壊対策事業に伴う負担金は、山梨県が行

いました急傾斜の崩壊対策等に対する事業への市の負担金で、令和元年度は、中村地区と中

村２の２地区の２か所で事業を行っております。法令外負担金は、山梨県河川砂防協会、山

梨県道路整備促進協会、富士川改修促進期成同盟会、山梨県用地対策連絡協議会への負担金

でございます。事務費につきましては、空き家等対策協議会委員報酬、郵便料、事務消耗品

等でございます。 

  次に、13竜王駅維持管理事業につきましては、支出済額1,395万4,281円となっておりま

す。財源内訳のその他135万8,127円は、竜王駅南北自由通路使用料、駅前広場使用料、駅

前広場占用料の合計で、一般財源は1,259万6,154円でございます。事業内容につきまして

は、南北自由通路、駅前広場維持管理費は、施設の電気料、トイレ等の修繕費、消耗品、エ

レベーター、エスカレーターの保守委託等でございます。南北自由通路等清掃委託は、南北

自由通路及び通路のガラス清掃、南北駅前トイレの清掃などの業務委託でございます。南北

自由通路、駅前広場保守委託料は、火災報知器の点検業務や駅前広場の短時間駐車場の精算

機保守、キュービクルの保守などの業務委託でございます。駅前広場内清掃及び自転車等整

理業務委託につきましては、南北駅前広場の管理清掃及び駐輪場の整理清掃などの業務委託

でございます。 

  次に、17塩崎駅維持管理事業につきましては、支出済額318万4,031円となっております。

財源内訳のその他４万2,827円は、塩崎駅前広場の使用料で、一般財源が314万1,204円でご

ざいます。事業内容につきましては、駅トイレの維持管理経費としまして、電気料、消耗品、

修繕費、施設の保守点検などの費用でございます。駅周辺清掃及び自転車等整理業務委託に

つきましては、南北駅前広場、南北駅トイレの清掃委託などでございます。 

  次に、50建設産業部公用車維持管理事業につきましては、支出済額196万2,992円となっ

ております。財源内訳は、全て一般財源でございます。内容につきましては、建設産業部で

使用しております17台の公用車を建設課で一括管理しており、その費用としまして、燃料

費、車検経費、修繕費などでございます。 
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  次に、２目地籍管理費です。 

  決算書では102ページから103ページとなります。決算参考資料３ページをお願いいたし

ます。 

  01地籍管理事業につきましては、支出済額190万8,533円となっております。財源内訳の

その他19万1,400円は、地籍手数料で、一般財源は171万7,133円でございます。事業内容に

つきましては、国土調査の成果の修正に伴う登記書類作成等の業務委託でございます。 

  以上、ここまで国土調査費と土木管理費の説明をさせていただきました。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより、説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） １ページの01の地籍調査の関係で、吉沢第９地区ほかとあるけれど

も、このほかというのはまだほかにどこかでやっているのですか。 

○副委員長（清水和弘君） 輿石係長。 

○建設総務係長（輿石文明君） 昨年度の地籍調査の実施箇所ですけれども、吉沢第９地区が

１年目の業務を行っております。また吉沢第８地区は２年目の地籍調査の業務を行っている

ところでございます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） その第８地区は幾らで、今の第９地区は幾らか、それ、ちょっと教え

ていただけますか。 

○副委員長（清水和弘君） 輿石係長。 

○建設総務係長（輿石文明君） 吉沢第９地区につきましては、１年目の業務で、１筆地調査

等を行っておりまして、委託料が566万5,000円、また吉沢第８地区につきましては、２年

目の業務内容で、本閲覧に必要な地籍図、地籍簿等の作成を行いまして、委託料が167万

4,000円、２件の合計は733万9,000円の支出でございます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 
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○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  その次に、続けていいですか。 

○副委員長（清水和弘君） はい、どうぞ。 

○委員（秋山照雄君） そこのページの11の道路維持管理事業ですけれども、緊急導水路改

修工事は何件くらいやったかお分かりでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） お答えいたします。 

  そちらにつきましては、陥没等で危険性のあった箇所の補修工事は８件ありました。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ありがとうございました。 

  それと、あと２ページの県単独急傾斜地崩壊対策事業に伴う負担金とあって、中村と中村

２というので330万の負担金があるんですけれども、これは工事費ですか。 

○副委員長（清水和弘君） 輿石係長。 

○建設総務係長（輿石文明君） 県単独の急傾斜地の負担金でございますけれども、２か所負

担金を出しておりまして、まず１か所目の中村地区につきましては、委託と負担金の内容で

すけれども、用地測量費、物件補償費、工事費でございます。また、中村２の２地区につき

ましては、測量費、地質調査費、工事の設計料でございます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） １ページの道路維持管理事業11のところですけれども、ちょっと予

算時と項目が違っていて、ちょっと読みづらい部分があるんだけれども、質問は、その一番

上の人件費、敷島、双葉、竜王で２名ずつと、合計６名、作業員がいるということだと思う

んですが、６人ということは百何十万ぐらいですか、この人たちの勤務体制というのはどう

いう体制になっているんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） お答えいたします。 

  勤務時間につきまして、月曜日から金曜日までの５日間で、朝９時から午後３時までとな
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っております。 

  以上です。 

○委員（五味武彦君） 確認です、委員長。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 月曜日から金曜日までの午後３時までということは１か月ずっと同じ

ですよね。何か百何十万、月にすると随分少ないような金額なんだけれども、一月10万ち

ょっとしか払っていないということなんですけれども、この方たち、対象はどういう方々で

しょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） こちらで勤務されている勤務体制につきましては、時間給のパ

ートというような扱い、ちょっと今年から変わったんですけれども、昨年度につきましては、

時間等のパートという勤務で、年齢層につきましては、大体60超えて、一線から退かれた

方に業務をお願いしているんですけれども、内容につきましては、道路の作業、陥没とか、

あとは水路の脇の草を刈っていただいたり、そんな軽微な作業という形で作業をお願いして

いる状況でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） そうすると、時間給、時給での人件費ということでいいですね。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） はい、そういうことです。 

○委員（五味武彦君） はい、ありがとうございました。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ２ページの、先ほど秋山委員がちょっと質問したところの、県単の傾

斜地の対策をちょっと教えてほしいんだけれども、これは２か所やったということで、これ

は、要望が県から上がったものを市で受けて、それで県と一緒に、補助金もらった中で事業

を執行しているということなのかな、どうなのかな、内容は。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今のご質問ですけれども、おっしゃるとおり、地元から要望が
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ありまして、それを市が受けまして、その事業にもし合う場合であれば、県へ上申して、県

で事業を実施していただくということになります。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 北部は傾斜地結構まだ、事業はやっているようだけれども、まだ結構

危ないところがあるんで、そういったものは、じゃ、地域から要望がきて、市で認めた場合

にはある程度県の承諾とかそういうものをもらえば、事業が執行できるということなんです

か。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） ただ、危険傾斜の県の指定があるところじゃないと、事業がで

きないんですけれども、ちなみに敷島の亀沢地区のほうは、ほぼ今終わっていまして、地元

からの要望は今のところございません。今要望があるのは双葉のつくし野地区から新しい要

望がありまして、今先ほど言った中村の２地区を今一生懸命県でやってもらっている状況な

んで、それが終われば双葉のほうもお願いできるかなというふうに考えております。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） それだけれども、結局、じゃ、あとはもう大体甲斐市とすれば、その

つくし野が終われば大体ほとんどもう対応はできているということで、理解していいのかな。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今のところ、要望はそちらなんで、そこまでしかありませんの

で、一応対応はできているということで考えております。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ２ページの塩崎駅管理事業で、先ほどの説明で、トイレ管理維持事業

で修繕等という説明があったんだけれども、この塩崎駅は整備終わってからそんなに年数た

っていないんだけれども、管理事業だと前年度に比べて結構高額になっているね。前年度は

14万で、今年度が180万ということで、その辺の内容はどうなっているの。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） 修繕につきましては、昨年度、雷が８月にありまして、防犯

カメラの機器が雷で壊れてしまいましたので、その修繕に使いました。あと、この事業費に

つきましては、昨年とシルバーへ委託している形態を変えまして、毎日休みなしで、朝８時

半から12時半までが毎日がトイレ南北で、一日おきに周辺の駐輪場とか駅前広場、あとは
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スロープ、通路ですね、清掃等を一日おきにしてもらっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ということは、費用が上がったということは、雷のそのあれと、人件

費が出たということですか。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） 昨年の分につきましては、昨年の４月から北口が全面利用可

能になった中で、防犯カメラの委託とか、あとはトイレのほうもそうですけれども、ガード

下にある電気設備、水がたまったときにくみ上げなければなりませんので、そのポンプの委

託、保守点検、その他もろもろ、機械整備の保守点検も全て含めましたので、北が増えた分

だけ金額が上がったという形になります。 

○委員（内藤久歳君） 了解。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  そのほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員が一部退出をいたします。 

  ここで、50分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

 

再開 午後 ２時５０分 

 

○副委員長（清水和弘君） 会議を再開します。 

  ここで、商工観光課より、先ほどの答弁について訂正したい旨の連絡がありましたので、

発言を許します。 

  堤課長。 

○商工観光課長（堤 貞治君） 先ほど、小浦委員のほうから質問がありました、移住定住・

魅力発信拠点運営業務委託の件で、いつから始まったのかということでお答えいたします。 

  平成27年度から事業を開始いたしまして、国からの地方創生の交付金につきましては、
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平成27年度、28年度、２カ年交付されております。 

  以上であります。 

○副委員長（清水和弘君） ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５０分 

 

再開 午後 ２時５１分 

 

○副委員長（清水和弘君） 会議を再開いたします。 

  引き続き、８款土木費、２項道路橋梁費、３項河川費、５項住宅費及び13款諸支出金、

１項基金費のうち、建設課所管の事業について、一括で説明を求めます。 

  小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 引き続き、よろしくお願いいたします。 

  では、続きまして、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持改良費でございます。決

算書では、102ページから103ページとなります。決算参考資料３ページの下段をお願いい

たします。 

  01道路維持改良事業につきましては、支出済額5,325万7,801円となっております。財源

内訳は、全て一般財源でございます。事業内容につきましては、各自治体からの要望などに

よります道路の小改良工事、小補修工事などを91件と、区画線補修工事を５件行っており

ます。 

  事務費につきましては、図面複写機の保守委託等でございます。 

  次に、02道路舗装事業につきましては、支出済額2,292万1,260円となっております。財

源内訳の市債2,170万円は合併特例債で、一般財源は122万1,260円でございます。内容につ

きましては、市道等の舗装工事７件を行っております。 

  次に、２目道路新設改良費でございます。決算書では、104ページから105ページとなり

ます。決算参考資料の４ページをお願いいたします。 

  01道路新設改良事業につきましては、支出済額6,808万1,217円となっております。財源

内訳の国県支出金567万円は、防災安全社会資本整備総合交付金で、市債4,980万円は合併

特例債と辺地対策事業債の合計で、一般財源は1,261万1,217円でございます。事業内容に

つきましては、道路改良工事15件、道路の測量設計委託２件、事業用地の分筆登記委託な
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どを行っております。 

  電柱ガス管移設補償費につきましては、工事に伴う施設の移設補償でございまして、事務

費等につきましては、消耗品や設計・積算用システムの使用料などでございます。 

  次に、３目橋梁維持改良費です。決算書では、104ページ、105ページとなります。決算

参考資料４ページの下段をお願いいたします。 

  01橋梁超寿命推進事業につきましては、支出済額5,084万4,000円となっております。財

源内訳の国県支出金2,994万7,380円は、防災安全社会資本整備総合交付金で、市債1,900万

円は合併特例債、一般財源は189万6,620円でございます。なお、各項目の下段には、平成

30年度からの繰越明許分の金額を記載しております。事業内容につきましては、橋梁点検

委託２橋、橋梁詳細設計委託１橋、橋梁補修工事４橋を行っております。なお、橋梁補修工

事のうち、大境橋補修工事１件につきましては、令和２年度への繰越明許工事とさせていた

だいております。 

  次に、８款土木費、３項河川費、１目河川維持改修費でございます。決算書では、104ペ

ージ、105ページとなります。決算参考資料５ページをお願いいたします。 

  01河川維持事業につきましては、支出済額2,898万5,460円となっております。財源内訳

は、全て一般財源でございます。内容につきましては、各自治体からの要望などによります

河川・水路の小改良工事、小補修工事を60件行っております。 

  次に、02河川改修事業につきましては、支出済額4,895万6,300円となっております。財

源内訳の市債4,240万円は合併特例債で、一般財源は655万6,300円でございます。事業内容

につきましては、河川・水路の改修工事９件、水路測量設計委託１件、雨水対策調査業務委

託１件を行っております。 

  次に、８款土木費、５項住宅費、１目住宅管理費でございます。決算書では、108ページ

から111ページとなります。決算参考資料５ページの下段をお願いいたします。 

  01市営住宅管理事業につきましては、支出済額4,651万8,300円となっております。財源

内訳の国県支出金1,652万3,000円につきましては、社会資本整備総合交付金、市債1,900万

円につきましては、合併特例債、その他881万68円は、住宅使用料の現年分と過年度分の一

部、市営住宅内行政財産使用料、土木手数料の合計でありまして、一般財源は218万5,238

円でございます。事業内容につきましては、川辺町団地屋上外壁改修工事及び同工事の設計

監理業務委託、木造住宅解体工事を行っております。 

  また、施設維持管理事業につきましては、市内12か所、261戸の市営住宅について、施設
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の修繕、清掃業務、施設保守業務委託等の維持管理を行っております。 

  次に、11款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害復旧費で

ございます。決算書では、134ページから137ページとなっております。決算参考資料６ペ

ージをお願いいたします。 

  01現年度公共土木施設災害復旧費につきましては、建設課執行分の支出済額は、163万

9,200円となっております。財源内訳は、全て一般財源でございます。事業内容につきまし

ては、鎌田川護岸の災害に伴う仮復旧工事及び本復旧工事を行っております。なお、鎌田川

護岸災害復旧工事（明許）につきましては、令和２年度への繰越明許工事とさせていただい

ております。 

  最後になりますが、13款諸支出金、１項基金費、７目市営住宅事業基金費でございます。

決算書では、138ページから139ページとなります。決算参考資料６ページ下段をお願いい

たします。 

  01市営住宅事業基金積立につきましては、支出済額25万円となっております。内容につ

きましては、基金利子積立金でございます。 

  以上で、建設課事業関係の決算内容の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ３ページの01の道路改良維持費と５ページ01の河川維持費について

ですけれども、これは自治会から要望があったものをやっていると思うんですけれども、道

路維持が91件、河川維持が60件となっていますけれども、令和元年度の地域の要望件数と

執行件数はどのくらいあったか教えていただきたいと思います。 

○副委員長（清水和弘君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切英規君） お答えします。 

  令和元年度の要望件数につきましては、道路・水路の合算で報告させていただきますけれ

ども、３地区全体で要望件数が157件、そのうち執行済が約56％の88件であり、残っている

件数が69件となっております。 

  また、地区別に分類いたしますと、竜王地区は要望件数が84件で、執行済が約54％の45
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件、敷島地区につきましては、要望件数が50件で、執行済が約56％の28件、双葉地区につ

きましては、要望件数が23件、執行済が約70％になります16件でありました。 

  以上でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 今、残っているのが69件ということですけれども、順序を決めて工

事を実施していると思うんですけれども、どういう順序でやって、残った理由というのはど

ういう理由で残ったか、この辺もお聞かせください。 

○副委員長（清水和弘君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切英規君） お答えします。 

  残っている理由でございますけれども、130万円以下の小規模工事で、対応ができず入札

案件になってしまうもの、緊急性が低く、現在、経過観察中になっているもの、また、地形

上・構造上の問題から、施工方法を検討しているもの、関係者が不在や相続が確定していな

いということで、同意が得られていないものが残った理由でございます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） そういうことで、１年間であと69件残っているということすけれど

も、今までの中で、全体的に何件ぐらい要望があって、何件ぐらい積み重ねが多分あると思

うんですけれども、今、工事をやっていないものは何件ぐらいあるか、参考にお聞かせ願い

たいですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切英規君） お答えします。 

  同じく道路・水路の合算で報告させていただきますけれども、今、令和元年度の要望件数

も含めまして、３地区全体で要望件数が388件、そのうち執行済が45％に当たります173件

であり、残っている件数が215件となっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 200件というのは、各自治会は急いでやってもらいたいという要望の

中でやっていると思いますけれども、私も区長をやっているときに経験があるんですけれど

も、私の前の前の区長が要望したやつを、私が区長をしているときにやったというような箇

所もあります。そういうところで、自治会とすれば、なるべく早くやっていただきたいとい
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うのも各自治会の要望だと思いますので、なるべく早めにそういう要望を聞いていただける

ようによろしくお願いしたいと思います。これは要望で結構ですので、よろしくお願いしま

す。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） 同じところで申し訳ないんですけれども、道路維持改良事業、予算の

範囲内、予算ぎりぎりまで使っていただいたということだと思うんですが、２番目の区画線

補修工事５件、約300万、予算も300万、ぎりぎりまでやったということなんですけれども、

これも同じように、地区からの要望を全てやれたのか、それとも積み残しがあるのか、この

辺はいかがなんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） こちらの区画線の補修工事につきましては、地区からのここが

消えているからというのもあるんですけれども、私どもで市道を全体的に見まして、かなり

消えているところが多いと、数年前から意識しておりまして、その中で、修繕計画というの

を立てました。その中で、予算もそれで確保させていただいて、各年次的に順次薄いところ

から計画的に今、区画線をやっているような状況でございまして、中には地区からの要望が

ございまして、緊急性があるところはそこも含めた中で工事を実施しております。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 参考までに、素人なんで聞きたいんだけれども、300万かけて５件、

これはメーター幾らというのは一概に言えますか、メーター幾らかかるのかというのは。い

ろんなケースバイケースで、道路の形状であるとか、何かの工事と一緒にやるとかいろいろ

あるかと思うんですけれども、基本的には１メートル幾らくらいかかるものなんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 確かに線もいろいろあります。字の場合とか、外側線とかによ

って単価は違うんですけれども、実際は出ている積算の単価としては、メーター、普通の外

側線で直接工事費で500円ぐらいの数字です。ただ、それに経費とか、あとはその条件によ

っては仮設がかかったりしますので、一概に500円でできるというわけではないんですけれ

ども、一応単価的にはそのくらいの表立った単価が出ております。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 
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○委員（五味武彦君） 交通安全に関わることなので、効率的な施工をお願いしたいというこ

と、要望で結構なので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） すみません、あと１点だけお願いします。 

  ５ページの01の川辺町団地屋上外壁改修工事という、この内容を教えていただきたいん

ですけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） 内容につきまして、お答えいたします。 

  そちらについては、屋上の防水工事と周囲の外壁などの補修並びに全面の塗装工事を行い

ました。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、所管以外の委員の質疑を行います。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 今のところの住宅解体工事（天狗沢住宅）とあるので、この内容を教

えてくれますか。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） お答えいたします。 

  そちらにつきまして、老朽化に伴う退去者が出ましたので、老朽化に伴う解体工事を行い

ました。１棟分です。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ついでに聞いておきたい。 

  今現在、天狗沢住宅、そして金ノ宮住宅はかなり老朽化している、２つの住宅があるんだ

けれども、その辺の天狗沢住宅は何棟あって、金ノ宮住宅は何棟あるか、その辺分かるかな、

分かったら教えてもらいたいです。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 木造住宅でありますけれども、木造住宅がある住宅が三島ノ木
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住宅、中河原住宅、寺前住宅、金ノ宮住宅、一里塚住宅、天狗沢住宅、一小石住宅がありま

すけれども、合計で今入居している件数なんですけれども、53件ございます。53件ありま

して、そのほかにカンペラといいまして、つながっているところは、１件入っていても、空

きが多分３件ありますけれども、そこはカウントしていませんので、あくまで入居している

木造住宅が53件あるという状況でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 前もちょっと出た経過があるんだけれども、結構老朽化して、今は特

にカンペラなんかはもうかなり古いというか、特に金ノ宮はカンペラなんかはかなり古くて、

入居者が入っている以上は、なかなか入居者に出ていってもらうわけにもいかないし、よそ

のところへなかなか行ってくれといっても、その入居者がもうそこに住みついているので、

なかなか移動が難しいというのを聞いているんだけれども、あれは結局、将来的な話になる

と思うんだけれども、かなり老朽化している。 

  今みたいなこういう災害が、水害とか大きなもの、台風とか来ると、かなり厳しい状況に

あるんだよね。そういうこともやっぱり加味しながら、住宅の運営というか、管理事業とい

うのをしなきゃならないと。その辺のところの市としての、ここで聞いても難しくて言えん

かもしれないけれども、長寿命化のあれが絡むのかな。あれはある程度入居者が出たら、そ

の時点で解体するというような方向性に向かっているということだよね。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今の木造住宅につきましては、空いたところから潰していくと

いうことで、長寿命化でも計画を立てています。今の安全性とかの関係の話は、委員さんか

らも一般質問で何回もいただいております。私ども十分危険性等は感じております。 

  去年も一般質問をいただいた中で、住んでいる方々にアンケートを実施しまして、例えば

コンクリートの川辺町団地とかへ移る気持ちがあるかとかそういうアンケートを取らせても

らったんですけれども、今住んでいるところから移るというのは、なかなか腰が重いという

か、いろんな関係があって、皆さんいいお返事じゃなかったんですけれども、確かに市のほ

うも危険性というかは感じているんですけれども、その辺は今後、いろいろ調査・研究して

いかなきゃならんなと私どもは思っていますので、今後また考えていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

  有泉委員長。 
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○委員（有泉庸一郎君） 先ほどの３ページの道路の区画線の改修工事ですが、市道に関して

５件だということなので、国道とか県道が結構甲斐市内にはあって、皆さんもお気づきだと

思うんだけれども、定期的にはやられているんだろうけれども、かなり薄くなっちゃって、

特に横断歩道なんかは危ない部分が結構あるんですよね。こういう部分を、市からも見たと

きに危ない感じがしたら、県とか国のほうへ言っていただいて、こういうものは早急に処理

してもらったほうがいいような気がするんですよね。ぜひその辺を。 

  先ほどいろいろな計画があると課長のほうから答弁があったんだけれども、時期的なもの

が、その辺はぜひそういう関係市町村に話をしていただきたいと思います。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今、貴重なご意見、ありがとうございます。 

  まさにそのとおりでございまして、市道に関する区画線につきましては、市が管理しなき

ゃならない。ただ、例えば横断歩道とか規制に関するものは警察がやっていると。また、国

道・県道については国がやっている、県がやっているんで、その辺は私ども、危険性がある

ところにつきましては、各部署へ要望等をしていくつもりでいますので、今後、また何かあ

れば、お話をいただければありがたいと思います。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかよろしいでしょうか。 

  伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） 申し訳ない、すみません、先ほどの秋山委員の関連になるんですけれ

ども、道路・水路で約200件の積み残しがあって、主に水路のほうで、雨のときにあふれる

という案件はそのうちどのぐらいありますか。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 雨であふれるところは、そこはすみ分けはさせてもらっていま

せんので、ここであふれる水路が何件というのはお答えできないんですけれども、実際的に

はやっぱり水路があふれるとか、そういうところの改修の要望が確かに多いような傾向には

ございます。そのくらいですが、すみません、お答えできませんけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） ほとんどがあふれる案件だと思うんですけれども、要は、今調査をい

ろいろされていて、ご苦労をされて、解決が難しい問題というのは重々分かっているんです

けれども、住んでいる住民はいつなんだと本当にそんなような状況で、現在、調査を富竹新

田なんかもしていると思うんですけれども、どういった状況になっているか分かりますか。 
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○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今年度やっているのは、富竹新田の竜王東小学校の周辺の雨水

調査等をさせていただいております。今、業者に推計とか対策等を検討させていただいてい

るんですけれども、そのほかにも最近でいくと、先日降った大雨で、アルプス通り沿いのと

ころもあふれたりしていますので、私どももそういう情報があれば、直接現地へ行って、住

民の方にお話を聞いたりしておりますので、今後の対策を、そんな中でできる対策を考えて

いきたいなというふうに考えております。 

○副委員長（清水和弘君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） 難しいと思うんですけれども、現時点で何年後ぐらいに解消できるん

じゃないかと思っていますか。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） それは非常に難しいお話なので、ここで何年後とは言えないん

ですけれども、そういう調査もしておりますので、解決策があればできるだけ早く実施はし

ていきたいなとは考えております。 

○副委員長（清水和弘君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） 難しいと思うんですけれども、ぜひともお願いいたします。住んでい

る住民は、本当に寝る間も、雨が降るというと寝られない状態で、夜とかも電話がかかって

きて、困ったよ、助けてくれというようなそのくらいの域にいっていますので、ぜひとも何

とかよろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほか何かございますか。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） さっきちょっと説明のあった、市営住宅の話だけれども、さっき五十

数件とかと言っていましたよね。今、この行政資料の数でいくと、どこからどこまでがどう

なって、足していくと53件ばっかじゃとても済まないような年度といろいろに感じるんだ

けれども、どれかは残るということか、この中で。残しておいても大丈夫というものが、ど

れとどれがあるということか。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） この53件は、木造住宅として今入居されて、把握している数

字を先ほど述べさせていただきました。 

〔「どれとどれ」と呼ぶ者あり〕 



－266－ 

○建設課長（小宮山 尚君） 各住宅ごとでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○建設課長（小宮山 尚君） 三島ノ木が４件、中河原住宅が１件、寺前住宅が３件、金ノ宮

住宅が６件、一里塚住宅が３件、天狗沢住宅が13件、一小石住宅が６件というような形に

なっております。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） そうすると、同じような年度の中で、大丈夫な年度と大丈夫じゃない

年度でそういう数字になっているということか。僕から見ると、これは全部だめに見えるん

だけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 基本的には、だめという言い方はあれですけれども、木造住宅

の戸数なので、これは退去していただいたら潰していくということで考えております。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） あと１件、次のページの公共土木施設災害復旧の中の鎌田川の護岸、

これは今、繰越だとかいろいろ細かな内容になっているけれども、前払金で明許ということ

は、総額どれだけかかりそうなの、現実的には。この予算現額の括弧の分だけ全部かかるの

か、数字がどういうふうなのか、これは意味がよく分からないから、教えてくれないか。 

○副委員長（清水和弘君） 小田切係長。 

○建設土木係長（小田切英規君） お答えします。 

  鎌田川護岸災害復旧工事につきましては、既に４月15日に完成しておりまして、変更金

額で356万9,500円となっております。このうち前払金138万円を引いた残りが、最後の支払

いとなっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） そうすると、ここのカッコのうち建設課分、ほかの課の分があるとい

うことね。ほかの課の分はどれだけあるんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） ほかの課は、都市計画課で水辺公園をしましたので、そちらが

あると思いますけれども、内訳につきましては、私どもも分かりませんので、もしよろしけ

れば都市計画課のほうで確認していただければと思います。 
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○副委員長（清水和弘君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） ということは、ここにある鎌田川だけじゃないよと。関係する建設課

は鎌田川のことだけ書いてあるけれども、お金は全部相対的なことを書いてあるということ

か。 

○副委員長（清水和弘君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） そういうふうに解釈していただいてよろしいかと思います。 

○副委員長（清水和弘君） あとよろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（清水和弘君） これで６款農林水産業費、３項国道調査費及び８款土木費並びに

13款諸支出金、１項基金費のうち、建設課所管事業についてを終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時２２分 

 

○副委員長（清水和弘君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については、簡潔にお願いします。 

  次に、都市計画課より、８款土木費、４項都市計画費について説明を求めます。 

  中澤都市計画課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） 大変お疲れさまでございます。 

  都市計画課でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

  それでは、都市計画課の令和元年度決算の内容につきまして、説明をさせていただきます。 

  決算書につきましては、104ページから109ページ及び134ページから137ページになりま

す。説明につきましては、決算参考資料ナンバー７に基づきましてご説明を申し上げます。 

  それでは、決算参考資料の７ページをお願いします。 

  ８款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費であります。決算書は104ページから

107ページになります。 

  01都市計画関係職員費につきましては、支出済額１億704万3,834円でありまして、都市

計画課職員15人分の人件費であります。財源内訳のその他1,000万9,810円は、開発許可申
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請等手数料、屋内広告物審査手数料などの都市計画手数料であります。あと残りは一般財源

になっております。 

  次に、10都市計画関係審議会費につきましては、支出済額９万8,805円で、財源は全て一

般財源であります。事業内容でありますが、都市計画審議会を１回、景観審議会を２回の開

催に伴う委員報酬及び事務費につきましては、審議会時賄い、郵送料などであります。 

  次に、11都市計画諸費につきましては、支出済額61万5,884円で、財源内訳のその他３万

6,800円につきましては、諸収入の都市計画図・総括図の売りさばき代であります。残りは

一般財源になっております。事業内容でありますが、旅費につきましては、普通旅費、事務

費につきましては、事務消耗品及び郵送料であります。 

  使用料及び賃借料につきましては、国交省などとの協議に伴う高速道路代であります。 

  負担金につきましては、法令外負担金として、山梨県都市計画協会など３団体、その他負

担金として関東国土協会など７団体への支出であります。 

  次に、14塩崎駅周辺整備事業につきましては、支出済額2,695万8,046円でありまして、

財源内訳のうち、国県支出金500万につきましては、地方創生道整備推進交付金であります。

市債1,630万円につきましては、合併特例債となります。残りは一般財源になっております。

事業内容でありますが、事務費につきましては、事務消耗品、郵送料等であります。 

  委託料でありますが、塩崎駅周辺整備に伴う分筆登記業務委託、不動産鑑定評価業務委託

等であります。 

  工事請負費でありますが、主な内容といたしましては、塩崎駅アンダーガード改築工事完

了に伴う光ケーブルの復旧工事、塩崎駅乗車案内看板設置工事等であります。 

  公有財産購入費につきましては、塩崎駅周辺整備に伴う用地取得費であります。 

  ８ページをお願いいたします。 

  補償費につきましては、市道双田線道路改良工事に伴う電気通信線路移転補償、塩崎駅周

辺整備事業に伴う配電設備移設補償等であります。 

  次に、２目幹線道路整備であります。決算書は106ページ、107ページになります。 

  01幹線道路整備事業につきましては、支出済額3,704万9,764円でありまして、財源内訳

のうち、国県支出金1,619万8,612円につきましては、社会資本整備総合交付金で、市債

1,510万円につきましては、合併特例債となります。あと残りは、一般財源となっておりま

す。 

  事業の内容でありますが、事務費につきましては、事務消耗品、郵送料等であります。 
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  委託料につきましては、市道新町本線補償調査業務委託、また、不動産鑑定評価業務委託、

分筆登記委託であります。 

  使用料及び賃借料につきましては、用地交渉に伴う高速道路代であります。 

  工事請負費につきましては、前年度繰越金の新町本線道路改良工事（３工区）、また、３

工区の附帯的な工事等であります。 

  公有財産購入費につきましては、新町本線道路改良に伴う用地取得費であります。 

  補償費につきましては、新町本線道路改良に伴う物件移転補償３件分であります。 

  ９ページをお願いいたします。 

  次に、４目公園管理費であります。決算書は106ページから109ページになります。 

  01都市公園、市立公園維持管理事業につきましては、支出済額7,475万1,242円でありま

す。財源内訳のその他439万113円につきましては、都市公園内に設置してあります電柱や

鉄塔、また、自動販売機設置等、公園施設使用料であります。残りは一般財源であります。 

  事業の内訳でありますが、事務費等につきましては、公園管理費消耗品、燃料、光熱費、

公園施設修繕費、郵送料、樹木手入れ手数料等であります。 

  委託料につきましては、市内各地区の都市公園維持管理業務委託及び赤坂台公園維持管理

業務、警備委託、また、芝生エアレーションの目土散布作業などであります。 

  使用料及び賃借料につきましては、敷島総合公園用地借地料及び公園ＬＥＤ照明リース料

であります。 

  工事請負費につきましては、双葉水辺公園ポンプ改修工事、また、ほか４件の工事につき

ましては、公園遊具撤去工事など、小補修的な工事であります。 

  原材料費につきましては、公園管理用資材等として、各公園砂場に入れる川砂を購入した

ものであります。 

  公課費につきましては、公用車の自動車重量税であります。 

  ページを進めていただき、10ページをお願いいたします。 

  次に、02開発内公園等維持管理事業につきましては、支出済額1,713万4,254円で、財源

は全て一般財源であります。事業の内容でありますが、事務費等につきましては、公園管理

消耗品、公園施設修繕費、高木剪定、樹木消毒、遊具点検手数料等であります。 

  委託料につきましては、荒川河川公園公共施設及びちびっ子広場の維持管理業務を委託し

たものであります。 

  使用料及び賃借料につきましては、荒川河川公園、さくら公園仮設トイレのリース料であ
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ります。 

  工事請負費につきましては、竜王地区榎と双葉地区大屋敷のちびっ子広場の遊具撤去工事

を行ったものであります。 

  原材料につきましては、砂場補充用の川砂、グラウンドの土等、公園管理用資材購入費で

あります。 

  交付金につきましては、15地区への地域いこいの広場の設置補助金及び固定資産税を補

填するための補助金であります。 

  11ページをお願いいたします。 

  次に、５目公園建設費であります。決算書は108ページ、109ページとなります。 

  01公園整備事業につきましては、支出済額２億9,868万1,456円でありまして、財源内訳

のうち、国県支出金１億3,832万5,000円につきましては、防災安全社会資本整備交付金で、

赤坂台総合公園園路改修事業及び（仮称）上八幡公園整備事業に対する補助金であります。 

  市債の１億4,800万につきましては、合併特例債でありまして、あと残りは一般財源とな

っております。 

  事業内容でありますが、事務費につきましては、事務消耗品であります。 

  委託料につきましては、（仮称）上八幡公園管理棟新築工事監理業務委託、その他の委託

料としまして、（仮称）上八幡公園の分筆業務委託、また、八幡公園の竣工に伴います式典

記念品作成、パンフレット制作の業務委託であります。 

  工事請負費につきましては、（仮称）上八幡公園整備工事（３工区）、同公園管理棟新築

工事のほか、平成30年度明許繰越の赤坂台総合公園園路改修工事などであります。 

  備品購入費につきましては、八幡公園の維持管理用の備品でありまして、自走式芝刈機、

草刈機、また、エンジンブロアーなどを購入したものであります。 

  負担金につきましては、（仮称）上八幡公園管理棟新築に伴います水道加入金であります。 

  ページを進めていただきまして、12ページをお願いいたします。 

  次に、７目緑化推進費であります。決算書、同じく108ページ、109ページとなります。 

  01緑化推進事業につきましては、支出済額1,437万5,559円でありまして、財源内訳のう

ち、国県支出金15万2,000円につきましては、生垣花壇推進事業に対する社会資本整備総合

交付金であります。残りは一般財源になっております。 

  事業内容でありますが、事務費等につきましては、市内に設置してあります花壇、プラン

ターの花苗、また、新築、結婚、誕生の緑化推進記念樹の購入経費、燃料費、郵送料等であ
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ります。 

  委託料につきましては、花壇、プランターの維持管理をシルバー人材センターへ委託した

経費であります。 

  工事請負費につきましては、赤坂台総合公園芝桜の花壇改修工事を実施したものでありま

す。 

  原材料費につきましては、花壇補修材料等の購入費であります。 

  補助金につきましては、緑化ボランティア団体の母体組織であります花と緑のまちづくり

推進協議会への補助金、また、生垣花壇設置等補助金を交付したものであります。 

  続きまして、13ページをお願いいたします。 

  最後になりますが、11款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設

災害復旧費であります。決算書は134ページから137ページになります。 

  01現年度公共土木施設災害復旧費につきましては、都市計画課分といたしまして、支出

済額502万4,800円であります。財源内訳のうち、国県支出金246万5,000円につきましては、

災害復旧費国庫補助金、都市災害復旧事業費補助金であります。 

  市債120万円につきましては、災害復旧事業債でありまして、残りは一般財源になってお

ります。 

  事業内容でありますが、委託料と工事請負費でありまして、委託料につきましては、双葉

水辺公園の災害現場の測量設計を委託した経費、工事請負費につきましては、双葉水辺公園

災害復旧工事といった内容であります。 

  以上が都市計画課の、令和元年度決算の内容となっております。よろしくお願いいたしま

す。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。先に、所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 11ページの01の公園整備事業の工事請負の件ですけれども、（仮称）

上八幡公園整備工事（３工区）ほか４件とあるけれども、４件の内訳を教えていただきたい

んですけれども、お願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えいたします。 
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  （仮称）上八幡公園整備工事（３工区）、こちらが１億2,530万1,000円でありまして、

そのほか４件の工事の内訳を申します。まず、赤坂台総合公園園路改修工事、こちらが

9,526万6,800円。続いて、同じく赤坂台総合公園の園路の改修で、これは附帯工事なんで

すけれども、こちらが44万1,720円という内容になっております。 

  続いて、（仮称）上八幡公園管理棟新築工事、こちらが7,151万3,200円という内容であ

ります。同じく上八幡公園の周辺整備工事といたしまして、97万9,000円という内訳でござ

います。５つの工事合わせて合計で２億9,350万1,720円という内容になっております。 

  以上でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） そのうちの国県支出金と市債の内訳は分かりますか。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） 国県支出金の内訳でございます。１億3,832万5,000円、こ

ちらは先ほど説明したとおり、防災安全社会資本整備交付金になっております。まず、赤坂

台総合公園園路改修工事のほうに、国県支出金4,716万5,000円を補助いただいております。

また、（仮称）上八幡公園整備工事（３工区）、こちらのほうは9,116万円の補助金をいた

だいております。 

  その隣、市債の合併特例債の内訳であります。１億4,800万円のうち、赤坂台総合公園園

路改修工事のほう、こちらは4,600万円を充てております。（仮称）上八幡公園整備工事

（３工区）、こちらのほうは１億200万円を充てております。 

  以上が内訳でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） あと１点。 

  12ページの01の緑化推進事業の件ですけれども、花と緑のまちづくりの推進協議会の内

容で、この協議会の目的、構成団体、協議会の主な事業について教えていただきたいんです

けれども、お願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えいたします。 

  花とまちづくり推進協議会の目的でございます。会則等々に長い文面があるんですけれど

も、端的に申し上げますと、植花による市内景観づくりとボランティア団体の活動補助とい

うのが目的となっております。 
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  また、団体の内訳でございますけれども、構成団体でございまして、協議会を構成するボ

ランティア団体、こちらが72団体ございます。また、協議会の目的に賛同していただいて

いる団体、こちらは協力団体と呼ぶんですけれども、こちらのほうが現在、67団体ござい

ます。この協力団体の内訳ですけれども、自治会、長寿会関係、また、地元の企業、郵便局

とか銀行、金融機関、また、公民館、保育園等の市役所関係の団体で構成されている団体で

あります。 

  あと、主な事業、植花の事業でございますが、春、６月、秋、11月、年２回、一斉植花、

こちらは道路沿いの花壇やプランターへの植花、また、団体植花、こちらは先ほども言いま

した、協力団体を含めて、花壇やプランターへの管理しているところの植花を行っておりま

す。また、公共事業植花と、あと、事業所植花というふうな形で、春、秋と年２回、植花の

活動をしていただいております。 

  以上でございます。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） 細かい数字で申し訳ないですが、７ページの上のほうの審議会のとこ

ろです。景観審議会委員報酬というところで、金額は５万7,000円、約６万円弱なんですが、

当初予算では、12人で３万6,000円、要するに１人当たり3,000円と。決算で見ると、２回

と書いてありますよね。予算では１回だったんだけれども、実際は２回やったということだ

と思うんですよ。多分景観条例に即した審議会であろうかと思うんですが、いつもは１回な

んだけれども、２回やった理由というのは、何か違反物件であるとか、そういうものがあっ

たのか、それを審議したのか、それとも別になくてただ２回やったのか、この辺、内容的に

はどうなんでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 渡辺係長。 

○まちづくり推進係長（渡辺 充君） お答えをいたします。 

  景観審議会につきましては、令和元年度は２回開催をさせていただいております。１回目

につきましては、11月に開催させていただいておりまして、景観条例に基づく届出のご報

告と景観重要樹木の指定についてご審議をいただいた内容でございます。 

  ２回目、予算にない形ではございますけれども、この１回目の会議で景観重要樹木の審議

が継続となることになりまして、２回目を年明け、令和２年２月に継続審議ということで開

催をさせていただいたところです。特別違反等があって開催した内容ではございません。お
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願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 樹木の持ち越しというのは、どういう理由だったんですか。細かくて

申し訳ないんだけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 渡辺係長。 

○まちづくり推進係長（渡辺 充君） お答えをいたします。 

  景観重要樹木の指定につきましては、市の総合計画等の中で位置づけをうたっているもの

でございまして、目標としましては、令和２年度中までに２件の指定をしたいということで、

それに向けて会議を継続して開催させていただいたものでございます。 

  以上です。 

○委員（五味武彦君） 以上です。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 10ページの開発内公園維持管理のところの、荒川の河川敷の公園の

件だけれども、桜公園トイレのその上かな、あの公園の管理はシルバー人材に任せてやって

いると思うんだけれども、あれは年に何回というか、決まった中で管理してもらっているの

か。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えいたします。 

  シルバー人材センターのほうに委託していまして、当然、当初契約の中でそういった必要

なカウントがございます。参考までに人数を申し上げますと、回数にしまして年間合計、春、

秋が348人区、夏場は108人区というような形で、シルバー人材のほうでスケジュールをお

任せして、こういった人区出しでしっかり管理してもらうというような内容になっておりま

す。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 例によって、たまたまあそこの河川はウオーキングのラインにあるん

だけれども、北小の裏の公園のところは結構草が生えて、もう何年か前は結構年に３回ぐら
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いしたんで、今は何か聞いたら２回ぐらいしかしていない様子なんだけれども、その辺のと

ころ管理がもう予算があるからこれしかできないのか、ある程度草が生えて、ある程度体裁

が悪くなる、見ぐさくなったらやるのか、その辺のところは別にシルバーとはどういうあれ

になっているのかな。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えします。 

  今、赤澤委員がおっしゃったとおり、当然年間通して日常清掃、芝刈り等の作業と樹木の

管理作業等がございます。その中でどうしても追いかけっこになってしまうような場面も特

に夏場はございますが、私ども職員も極力そういった形で現場の空いた時間に確認をして、

ここばかりではなく各現場にちょっと確認して、また、目についたところはシルバー人材に

作業をまたお願いしたり、そういったことはまた今後させていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ぜひその辺を市として一応シルバーに任せていると、かもしれんけれ

ども、やっぱり市としての役割も点検というか、やっぱり定期的に市民のための公園という

ことで維持管理をしている以上は、やっぱりその辺も点検もしたほうがいいと思うので、定

期的にやってもらいたい。 

  それから、そこの中に昔のゲートボール場が２面あって、その脇にもう木が生えちゃって

もう大木になっている、結構。河川敷の中で本来木が生えているんだけれども、大雨か何か

降ったときには、それが逆にある程度ごみや何かそこにつかえて、結局その堰堤になっちゃ

って、河川が氾濫ということもなきにしもあらずで、河川敷の中だから。その辺ちょっと見

て何か対処したほうがいいような気がするんだけど、その辺はどうかな。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えします。 

  早速現場を確認して、県の中北の河川課であれ、また現場立会いしたりしてお願いをした

いと思います。また、その大木の大きさ等にもよるんですけれども、もし職員のほうで作業

できるようであれば、それはそれで緊急的なことと判断しまして現場のほうに入りたいと思

いますので、早速現場ちょっと確認しに行ってきますので、よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかはありませんか。 

  保坂委員。 
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○委員（保坂芳子君） 13ページの水辺公園の災害復旧のことなんですけれども、最終的に

元に戻るんでしょうか。どのぐらいまでの復旧率に、面積的にとか、これはあと何年ぐらい

やるのかちょっとその辺をお聞きしたい。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えします。 

  元に戻るということは、ほぼ不可能だと思うんです。当然国土交通省が管理している部分

を当時双葉町の時代に借用して、ああいった公園を整備してあるという。昨年台風19号で

被災を受けて、ああいう形で流されてしまったということでありまして、これから市として

我々都市計画課としてやるべきことが、占用で当初お願いした面積が見たとおり減っていま

すんで、今度その占用面積の変更をする手続をしようかと思っています。 

  もうある意味、自然の状態になっちゃっていますんで、あそこに構造物を市で入れること

はできません。先ほども言った国の管理領域がありますんで、ですので国のほうで何らかの

構造物を入れてくれとお願いしてもなかなかちょっと早急な対応とは難しいので、取りあえ

ず国のほうで土羽を安定勾配で土羽付けをしてくれて、えぐれをなくしてもらってはいるん

ですけれども、ちょっと今言うそれ以上のこと、いろいろとまたこれも協議も重ねていかな

ければいけないんですけれども、元通りの形に戻るというのはちょっと今のところ厳しい、

難しいかと考えております。 

  以上でございます。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） そうすると、ほぼ出ていると思うんですけれども、どのぐらいの面積

になる予定ですか。 

○副委員長（清水和弘君） 三井係長。 

○緑化推進係長（三井賢治君） お答えいたします。 

  流出した部分の面積ですけれども、4,344.89平米となっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 全体それ引くと残りどのぐらいという、全体がどのぐらいあって、そ

れだけ流出して、このぐらいなりますという計算で出してくれますか。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えいたします。 
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  大変申し訳ありません。全体が4.25ヘクタール、４万2,500平米が先ほど三井係長がお答

えしたように約4,300になっておりますので、現況約３万8,200平米、3.8ヘクタールが残る

ような状況になっておりますんで、先ほど言ったように、そこの占用面積の変更の申請を手

続のほうを進めてまいりたい考えでございます。すみません。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 分かりました。それで、あと危険度というか、今後その辺のところは

一応大丈夫ですか。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 

○都市計画課長（中澤一昭君） お答えします。 

  今決算でも報告しました災害復旧工事113メーターですか、河川沿いに、要するに人が入

れないようなフェンスを設置してございます。ですので、我々も現場見ているんですけれど

も、大人も簡単には入れないような状況になっていますんで、そういった災害復旧工事でご

ざいますんで、その辺の安全につきましては、ほぼできているのではないかという認識でご

ざいます。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  そのほかございますか。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 今の水辺公園の都市計画の範疇なのかどうなのか。ともかく、あそこ

に災害瓦礫の一時置場になっていますよね、計画は。当初面積はともかく、のり面が流れた

どうのこうのと言うけれども、今からいろいろな意味でいろんな国土交通省と話をするとき

に、水害その他の災害瓦礫の置場の件についてもほかの例えば課が防災なのかどこなのか縦

割りをうまく話をして、いろいろ頼まにゃいかんことが出てくると思うんだけれども。コン

クリートの加工品の置場も現実的に国交省のものだから、国交省が俺のものを俺んところ置

いて何で悪いんだという話になると思うんだけれども、災害瓦礫を置きたいのに持ち込めな

いとか、そういうようなこともみんな総合的に双葉水辺公園の件については、練り直しが必

要じゃないかなと。子供たちも遊びたがっているし、老人会の人たちもみんな使いたがって

いるんで、その辺のこともひっくるめて総合的に国交省とうまく粘ってやってください。 

  あと災害瓦礫の置場としてはふさわしくない部分もあるんで、その辺のことも考慮した上

での今後の対応をお願いしたいんだけれども。 

○副委員長（清水和弘君） 中澤課長。 
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○都市計画課長（中澤一昭君） お答えします。 

  先ほど申しましたとおり、今後国土交通省と協議をする場面、冬からにかけて数回ありま

すんで、今、斉藤委員が言ったようにぜひともそういった内容含めて、そういった目線で協

議の土台、内容とさせていただきます。ありがとうございます。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいでしょうか。 

  なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで８款土木費、４項都市計画費についてを終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午後 ３時５７分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○副委員長（清水和弘君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いします。 

  次に、上水道課より４款衛生費、２項環境衛生費のうち上水道課所管の事業について説明

を求めます。 

  望月上水道課長。 

○上水道課長（望月新路君） それでは、よろしくお願いします。 

  上水道課が所管します一般会計歳出、簡易水道事業特別会計操出金、それから、小規模水

道維持事業につきましてご説明させていただきます。 

  決算書は、88、89ページになります。説明につきましては、決算参考資料ナンバー８に

て説明いたします。 

  １ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、２項環境衛生費、１目環境衛生総務費、ナンバー16簡易水道事業特別会計

操出金、支出済額6,358万4,094円、財源は全て一般財源です。事業内容につきましては、

簡易水道事業特別会計への操出金でございます。繰り入れる簡易水道事業特別会計の事業内

容につきましては、後日説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  続きまして、ナンバー17小規模水道維持事業支出済額13万1,163円、財源は全て一般財源
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です。事業内容は、千田地区４世帯８人の１地区の水質検査委託料と郵便料でございます。

水質検査は毎月１回行っておりまして、９項目の検査を11回、21項目の検査を１回行って

おります。年12回となります。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで４款衛生費、２項環境衛生費のうち、上水道課所管の事業についてを終了します。 

  次に、下水道課より４款衛生費、３項清掃費及び６款農林水産業費、１項農業費並びに８

款土木費、４項都市計画費のうち下水道課所管の事業について、一括で説明を求めます。 

  寺島下水道課長。 

○下水道課長（寺島 信君） 大変お疲れさまでございます。 

  それでは、下水道課より、一般会計から特別会計への操出金の説明をさせていただきます。 

  決算参考資料ナンバー８の10ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、３項清掃費、１目清掃費、08地域し尿処理施設特別会計操出金につきまし

ては、令和元年度はございませんでした。 

  続きまして、同じく決算参考資料の10ページをお願いいたします。決算書につきまして

は、96、97ページをお願いいたします。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、20農業集落排水事業特別会計操出金

につきましては、支出済額1,304万3,000円で、財源は全て一般財源でございます。 

  続きまして、同じく決算参考資料の10ページ、決算書につきましては、106、107ページ

をお願いいたします。 

  ８款土木費、４項都市計画費、３目下水道費、01下水道事業特別会計操出金につきまし

ては、支出済額12億4,508万1,000円でございまして、財源は全て一般財源でございます。 

  以上、各操出金とも詳細につきましては、各特別会計の決算審査が後日ございますので、
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そちらでご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  以上であります。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで４款衛生費、３項清掃費及び６款農林水産業費、１項農業費並びに８款土木費、４

項都市計画費のうち下水道課所管の事業についてを終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

 

休憩 午後 ４時１０分 

 

再開 午後 ４時１２分 

 

○副委員長（清水和弘君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いします。 

  次に、教育総務課より、10款教育費、１項教育総務費、２項小学校費、３項中学校費及

び13款諸支出金、１項基金費のうち教育総務課所管の事業について説明を求めます。 

  名取教育総務課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 大変お疲れさまでございます。 

  教育総務課関係の決算の内容につきましてご説明いたします。決算書は、114、115ペー

ジからとなります。決算参考資料ナンバー９、教育部１ページをお願いいたします。 

  10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、01教育委員会運営費121万1,827円は

教育委員４人の報酬や交際費、運営経費、山梨県教育委員会連合会等法令外負担金などでご

ざいます。 
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  ２ページをお願いいたします。 

  ２目事務局費、01教育管理関係職員費１億4,452万3,476円は、教育部長、教育総務課、

学校教育課の職員19人の人件費でございます。 

  02教育管理関係嘱託・非常勤職員等費830万1,870円は、スクールバス運転手嘱託職員３

人の人件費でございます。 

  10事務局運営費739万3,300円は、教職員や調理員などの休暇に伴う代替賃金や学校評議

員報償、第２次創甲斐教育推進大綱策定に係る委員報償や冊子の印刷代、小学校１年生の防

犯ブザー、こども110番の家のプレート、通学路安全啓発のぼり旗、旅費、消耗品などの事

務局運営費、全国及び都市教育長協議会の負担金等の経費でございます。 

  また、双葉西小学校就学に係る不適切処理による賠償金ということで、予備費から充用し、

個人に19万2,695円支出しております。 

  13学校評価事業124万6,744円は、児童・生徒、保護者等へのアンケートの印刷費や集計

処理に係る委託経費でございます。学校評価につきましては、学校自身が地域社会から支援

または協力を得て、教育活動と学校運営の状況の評価を行い、教育水準の向上や開かれた特

色ある学校づくりを推進することを目的としております。 

  50教育委員会公用車維持管理事業93万2,631円は、公用車８台分の燃料費と維持管理経費

でございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  ４目学校ネットワーク管理費、01学校ネットワーク管理費9,445万8,630円は、学校ネッ

トワークの維持管理及び安定した運用のための経費として、学校ネットワーク運用管理支援

業務委託、環境構築業務委託、パソコンなどの機器購入費等でございます。昨年度はこれに

加えまして、山梨県統一の校務支援システムを導入するために、セキュリティーの関係上学

校ネットワークと校務系ネットワークを分離させることが必要となり、分離のための業務委

託が上から３番目の1,188万円、新しいネットワークを構築するための分離機器購入費用等

が上から５番目の4,317万840円となります。 

  また、Windows７から10へのアップグレードライセンスの費用も下から２番目355万円ほ

どかかっております。昨年度はネットワーク分離作業に伴う県の仕様書の公表に合わせて６

月に約6,600万円の補正をさせていただいた関係上、決算額では前年度から6,000万円ほど

上がっておりますが、今年度予算につきましては、昨年度当初予算並みとなっております。 

  財源内訳のその他51万696円は、県からの県費教職員の人事給与福利厚生システム運用経
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費負担金でございます。 

  ２項小学校費、１目学校管理費、01小学校関係職員費2,357万4,530円は、小学校関係職

員３人の人件費でございます。 

  02小学校関係嘱託・非常勤職員等費7,670万3,679円は、小学校関係非常勤職員33人の人

件費でございます。 

  03竜王小学校から４ページ13双葉西小学校費までの各小学校の維持運営費につきまして

は、事務用品、清掃用品、光熱水費、修繕費、電話料、カーテンクリーニング手数料、コピ

ー機、印刷機などのリース料、その他原材料費、事務用備品などの共通の維持経費でござい

ます。 

  ４ページの各事業の主なものにつきましてご説明いたします。各事業中の財源内訳、国県

支出金は国庫補助金、市債は合併特例債、学校教育施設等整備事業債でございます。 

  07竜王西小学校学校用地の借地分として、地権者５人への借地料でございます。 

  09敷島小学校費の主な支出は、屋内運動場屋根改修工事ほかの工事費、工事請負費でご

ざいます。 

  11敷島南小学校費では、屋内運動場大規模改修工事の設計業務委託を支出しております。 

  14小学校施設整備費は、双葉東小学校内部環境改善工事設計及び工事4,197万6,000円を

翌年度に繰越し、２億9,828万1,505円を支出しております。支出の主な内容は、委託とし

まして双葉地区小学校空調設備工事設計監理業務委託、竜王北小学校、竜王西小学校のプー

ル改修工事設計監理業務委託などです。５ページの各小学校から要望のあった修繕要望箇所

の工事等でございます。そのほか高木植木剪定業務、小学校の備品購入等でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  15小学校施設維持費4,400万5,556円は、浄化槽清掃・検査、暖房機器点検等、施設清掃、

警備、維持管理、調査研究等の委託、学校給食提供補助及び環境整備業務委託、校庭芝生管

理業務委託などでございます。 

  ７ページ、３項中学校費、１目学校管理費をお願いいたします。 

  01中学校関係職員費2,254万3,335円は、中学校関係職員３人の人件費でございます。 

  02中学校関係嘱託・非常勤職員等費、支出済額1,644万9,061円は、中学校関係非常勤職

員等７人の人件費でございます。 

  03竜王中学校から07双葉中学校費までの各中学校の維持運営費につきましては、共通経

費としまして、事務用品、清掃用品、光熱水費、修繕費、電話料、カーテンクリーニング手
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数料、コピー機、印刷機などのリース料、その他原材料費、事務用備品などの共通の維持経

費でございます。 

  事業ごとに主なものにつきましてご説明いたします。各事業中の財源内訳、国県支出金は

国庫補助金、市債は合併特例債、学校教育施設等整備事業債でございます。 

  03竜王中学校費、竜王中学校テニスコート借地料でございます。 

  07双葉中学校費、双葉中学校大規模改修工事及びトイレ、更衣室増築工事、設計業務委

託として、1,597万960円を支出しております。 

  08中学校施設整備費は、玉幡中学校内部環境改善工事設計監理及び工事として4,699万

2,000円を翌年度に繰越し、１億1,319万1,940円を支出しています。竜王北中学校受水槽取

替工事などを支出しております。 

  支出の主な内容は、委託といたしまして、双葉中学校空調設備工事設計監理業務委託など

となります。８ページの各中学校から要望があった修繕要望箇所の工事などでございます。

そのほか高木植木剪定業務、中学校の備品購入等でございます。 

  09中学校施設維持費1,551万6,658円は、浄化槽清掃・検査、暖房機器点検等、施設清掃、

警備、維持管理、調査研究等の委託、学校給食提供補助及び環境整備業務委託などでござい

ます。 

  ９ページをお願いいたします。決算書は、138ページ、139ページとなります。 

  13款諸支出金、１項基金費、10目奨学金貸付基金費、01奨学金貸付基金積立1,000円は、

財源内訳、その他の基金利子の積立てでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対して質疑を行います。ここから所管が総務教育常任委員会に移ります。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ありませんか。よろしいでしょうか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ６ページの小学校の受水槽の取替えをというのは、双葉東と敷島小学

校あるんだけれども、これは何か不具合があって替えたのか、それとも計画的に受水槽を替

えるところなのか、その辺のところをちょっと説明してください。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 
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○教育総務課長（名取藤吾君） 受水槽につきましては、おおむね30年程度がそのものの耐

用年数というかなっておりますので、計画的にこれは工事をして取替えをしております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  そのほかありますか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ６ページの学校施設維持管理費のところで、校庭の芝生管理は業務委

託ということやね。これは南小と双葉かな、芝生がある校庭というのは。それはどこに委託

しているんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） シルバー人材センターでございます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） これは定期的にもう年間通して維持管理は任せているという状況で判

断しているのか。 

○副委員長（清水和弘君） 徳井施設係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  シルバーに委託している芝生の管理につきましては、夏場の散水などを委託しておりまし

て、６月から９月までの間に雨が降らない日等にスプリンクラーにより散水をしていただい

ているところです。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） これ前ね、結構学校の校庭を芝生なんていう計画が一時あったような

記憶があるんだけれども、現状はもうあの２校で、それ以外の学校には芝生の校庭に植え付

けというのは計画はないね。部長、あるんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 芝生の校庭につきましては、全国的にはやった時期とかもあ

りまして、試験的に導入はしたんですけれども、やはりいろいろなお金がかかるということ

もありますので、今のところ計画はこれで終わりということになります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 
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○委員（赤澤 厚君） 485万と、年間こうやって計上、令和元年かかっていると計上してあ

るんだけれども、双葉小も確か東小もあれは全面じゃない、双葉東小は。違ったかな。 

○副委員長（清水和弘君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） 双葉東小につきましては、もう全面の芝生となっておりまして、

トラック部分ではグラウンド、土になっているような状況です。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 計画ないということやね。当然今からやっぱり若干子供だから表で遊

んで転んで少しぐらいけがして足を擦りむいても問題ないと思うんで、結局これも大変予算

もかかることだし大変なことで、あるものは維持するということで、ちょっとその辺の内容

を聞きたくて聞いたんで、すみません。 

  ちょっと、もう一点。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 小学校と中学も関連しているんだけれども、施設警備を委託している

とあるんだけれども、これどこの業者に委託しているんですか。それで、その内容とどんな

ふうな関係で警備しているのか、ちょっと教えてもらえますか。 

○副委員長（清水和弘君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  小学校の施設警備につきましては、機械の警備になります。竜王小学校、玉幡小学校、竜

王南小学校、竜王北小学校、竜王西小学校、竜王東小学校、敷島南小学校、双葉東小学校に

つきましては、日本連合警備株式会社との随意契約により委託をしているところです。敷島

小学校につきましては、総合警備保障株式会社と随意契約により委託の契約をしております。

あと、敷島北小学校、双葉西小学校につきましては、セコム山梨との随意契約による警備の

委託をしているところです。よろしくお願いします。 

  中学校につきましては、竜王中学校、玉幡中学校、竜王北中学校、双葉中学校が日本連合

警備株式会社に委託しています。敷島中学校のみ総合警備保障株式会社に随意契約により委

託をしているところです。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 今何か３社ぐらいかな、全部で合わすと。それが今言ったら随意契約

という、指名じゃなくて随意契約していると、どうして随意契約、一般競争入札しないの。

その辺の根拠を教えてくれますか。 
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○副委員長（清水和弘君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  施設の機械警備につきましては、初期投資が大幅にかかることから、別の会社が入札する

よりもはるかに安価で契約できるということから随意契約とさせていただいているところで

す。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 契約は随意契約ということは、毎年毎年新たに契約をし直してやって

いるという解釈でいいのかな。 

○副委員長（清水和弘君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  そのとおりでございます。よろしくお願いします。 

○委員（赤澤 厚君） 分かりました。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 小学校、中学校両方の修繕の要望事項というのがあるんだけれども、

これについては、年間小学校の要望事項がどのぐらい、中学校がどのぐらい、その辺はどう

なっていますか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 学校自体老朽化しているところがありますので、細かい修繕

ですとか、いろいろなことが１年の間に出てきます。一応６月と７月の学校訪問のときに各

校で修繕出していただきまして、１校につき一応優先順位を決めていただきまして、10件

までということで要望を出していただいております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 各校で10件ということは、11校だから110件出ているという、そうい

うこと。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 中学校も入れますと16校でございますので、160件という形

になります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 
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○委員（内藤久歳君） 160件で、その要望に対しての整備率というのかな、どれくらいにな

っているの。 

○副委員長（清水和弘君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） 要望の中には、大規模な改修を行わないと解消できないような要

望も多くございます。その中で小規模工事といたしまして、昨年度は小学校、中学校を合わ

せまして61件の工事を出させていただきました。ただし、１件の工事の中で、幾つかの要

望を合わせて１件の工事として出させていただいているところもあります。おおむね５割程

度は、各学校の要望を解消できているのではないかというところです。よろしくお願いしま

す。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 今の説明だと、大規模改修も含めてということは、非常に何か捉え方

が曖昧なような気がするんだけれども、その辺のところのやっぱりきちっとしたその要望に

対する金額とかそういうことも含めてやっぱり整理をしていかんと、何でも含めて要望とい

うのはちょっと捉え方としてうまくないんじゃないかなというような気がするんですけれど

も、その辺はどうですか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 委員さんおっしゃるとおりでして、確かに大規模な何百万、

何千万とかかるようなところから、例えばドアの建てつけが悪いですとかそういったところ

も出てきますので、その辺また来年から要望取るときにはその辺はよく説明して、これぐら

いの規模に収まるというのもちょっと学校でも判断難しいと思いますけれども、その辺は説

明しながらまた要望取っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それで、過去において、ちょっとした手すりの不具合でけがをしたと

かそういうものというのは、その状況に応じて、緊急的にすぐやるということもあると思う

んだよね。だから、そういうことも含めて、緊急性のあるもの、当然学校でもそれは分かっ

ていると思うけれども、そういう点についても、ある程度費用とのバランスを考えながら取

り組んでもらいたいと思います。これ要望で結構です。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） すみません。時間があったら。２ページのスクールバス運転３名とい
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うことで830万計上したんだけれども、代休替え入れると約1,000万になるのかな、３人で。

代休、この下のほうにもスクールバスが出ていたんだけれども。休職に伴うというところも

あるんだけれども、代休と両方合わすと約1,000万ぐらいになるね、当然。教育総務部長に

も企画財政のときによく話をしたんだけれども、バスがこういう運転をやっぱり嘱託職員も

いいかもしれんけれども、やっぱりある程度プロに任せて、こういったものも業務委託を専

門のプロの会社に任したらどうかと前にも言った経緯もあるんだけれども、その辺の検討し

た経緯があるのかどうかちょっと教えてもらえますか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） バスにつきまして、まずこの予算の決算のほうですが、02

の嘱託職員３人につきましては、スクールバス運転手３人の給与となっております。その下

の代替賃金というのは、休暇等に伴って登録してある職員がいまして、その職員が出たとき

に休みの日ですとか、出た者の賃金となります。 

  スクールバスにつきましては、やはり特殊性があります。昨年までも同じような形で答え

ていると思うんですが、学校の行事の中で突発的な事案とか急な運行が出た場合、委託契約

とかですと対応ができないこともあると思います。以前、山梨交通とも話をした経過がある

んですけれども、ドライバーの確保が難しい、厳しいというところがあるようです。 

  特に今回はコロナ禍の中で、学校が休業になったときに多くの人の流れを抑止するために、

運転手の方に各学校に文書を配達していただいたり、通学路の危険箇所の点検をしていただ

いたり、また、先生方が消毒などの業務に追われているときにほかの業務を手伝うとか、本

当に様々な業務をしていただきました。これも職員であるからできることでありまして、ま

た、こういったことを民間業者ですと少し厳しいかなというところもございます。今後もい

ろいろな面があると思いますので、比較など行ってまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○副委員長（清水和弘君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ぜひこの辺も検討してもらいたいです。要するに、だから、できるだ

け委託できるものは委託した中で、やっぱりそういったプロ、専門のプロに任したほうが何

かあっても正直言って向こうが全責任を持っていると。こういう嘱託職員で何か事があると、

あってはならないことだけれども、最悪事故や何か起きた場合は、市で責任を持たなきゃな

らないと。いろんな面で大変なこともあるんで、やっぱり専門のプロというか個人名称や会

社はまず出すわけにはいかんけれども、福祉バスやなんかも今委託しているわけで、基本的
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に。福祉バス。そういったこともよく考慮した中で、やっぱりここも検討していく一つの課

題じゃないかと思うんで、これ検討課題ということでよろしくまたお願いしたいと思います。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  有泉委員長。 

○委員（有泉庸一郎君） ２ページのナンバー13の学校評価事業で児童・生徒とか保護者か

らアンケートを取って、これをどこかの業者に委託してこういう処理をしているんだろうと

思うんだけれども、実際中身としては具体的にはどうなんですか。どんなようなものが出て

きているんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） アンケートにつきましては、マークシート式で小学生、中学

生、小学生は低、中、高とありまして、中学生、保護者、教員に分けまして、アンケートし

ています。内容につきましては、子供たちに対しましては、授業が分かりますかですとか、

地域の行事に参加していますかという学校でのことで、地域でのことで、自宅でのこととい

うような内容になっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 有泉委員長。 

○委員（有泉庸一郎君） 児童・生徒、保護者等と、等というのはこれ今さっきちらっと教員

もという話だったですよね。先生方の要望というかアンケートも取っているわけですね。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 申し訳ありません。教員のアンケートも取っております。 

○副委員長（清水和弘君） 有泉委員長。 

○委員（有泉庸一郎君） 特に最近、最近というか、これどのくらい前からやっているんです

か。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） これは平成19年からやっております。10年経過した29年の

ところで金額の話もあれなんですけれども、見積り合わせ等行ってもう10年以上になりま

すが、継続して行っております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 有泉委員長。 

○委員（有泉庸一郎君） これ継続してやるということは、非常にいいことだと思うんです。
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いろいろ生徒であろうが、保護者であろうが、先生であろうが、いろいろな思いもあるんで

しょうから。それで、それを当局が感じていろんなものに、政策に変えていくということで

しょうけれども、特に最近気になるようなものというのは別になかったですか、アンケート

で。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） やはり子供たちにおいては、「スマホですとか、タブレット

ですとか、そういった使用時間が非常に以前と比べると長くなった」、あとは「地域に対す

る活動がちょっと低くなった」というようなことが出ております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいでしょうか。 

  有泉委員長。 

○委員（有泉庸一郎君） ぜひそういうことは続けていって、いろいろな方面からの意見を参

考にして学校運営に努めていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、次に、所管以外の委員の質疑を行います。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） ３ページの下、各小学校関係職員３人、これ仕事の内容ちょっと教え

てください。 

○副委員長（清水和弘君） 森川係長。 

○教育総務係長（森川嘉亮君） お答えします。 

  小学校の関係職員３人につきましては、司書が１名、栄養士が２名ということになってお

ります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 松井委員。 

○委員（松井 豊君） 同じで７ページの上、各中学校関係職員３人、この内訳も。 

○副委員長（清水和弘君） 森川係長。 

○教育総務係長（森川嘉亮君） お答えします。 

  中学校の関係職員３名につきましては、こちらも司書が１名、栄養士が２名となっており

ます。 
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  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ４ページの竜王西小学校の借地の件ですけれども、この借地は、契約

はどういう契約になって、１年契約ですか、それとも３年契約とか、そういう、どういう契

約の内容かちょっと教えてください。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 契約年数は20年となっております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 20年で、20年はたっている人は多分いると思うんですけれども、ま

だたっていないですか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 平成30年に契約更新がありまして、そこで20年が一度たち

ました。その契約の時期のときに２回地権者の会議を行いまして、また、１年間かけて戸別

訪問もさせていただきましたが、売買を考えていないという状況でした。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 20年契約もいいですけれども、いつまでたっても借地、借地じゃな

くて学校の用地ですから、もう買い受けるような格好を強めに要望していただいて、借地料

じゃなくて全て用地は市の用地にしてもらえるような、今もう20年契約しちゃったから無

理かもしれないですけれども、20年たてばまた代も替わると思いますけれども、これから

申し送りで何とかそれを買い受けるような格好で、なるべく早めに対応するように努力をお

願いします。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいですか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） ２ページの10の賠償金ですが、ちょっと１回前に説明は聞いたかと

思うんですが、賠償金はやっぱり市からこの相手の方にお払いしたということですよね。そ

れで、賠償金なので裁判の結果ということなんでしょうか。ちょっと簡単で結構ですので、
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この辺のところちょっとお話をしていただけますか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 事務局運営費の賠償金につきましては、双葉西小学校就学に

係る不適切処理の賠償金ということで、予備費から充用し個人に19万2,695円を支出してお

ります。内容につきましては、今、議員さんおっしゃいましたように３月の全員協議会で説

明させていただき、５月の臨時議会で報告議案として提出をさせていただいております。 

  今年初めの１月に、甲斐市立双葉西小学校への就学を希望する家庭からのアパート契約予

定物件に関する照会に対し、学校教育課の職員が適切な注意義務を不注意により怠ったこと

で相手方に財産的損失を与えたことにつきまして和解し、賠償したものであります。 

  なお、この件につきましては、学校教育課の対応ですが、学校教育課に支払う課目がなか

ったために教育総務課の課目で支払ったものであります。 

  簡単に説明いたしますと、北杜市に住んでいた方が双葉西小学校へ引っ越したい旨の連絡

がありました。転居予定のアパートが双葉東小学区であったにもかかわらず、担当が確認を

怠ったためそのまま契約してしまったというものです。学校からの連絡等により、学区の違

いが判明したため再度引っ越しを余儀なくされまして、その経費について市で支払いを行っ

たというものです。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 分かりました。 

  ただ、これどうやってお金の金額を決めたか、それだけ教えて、賠償金額は。 

○副委員長（清水和弘君） 山田部長。 

○教育部長（山田 洋君） ちょっと資料持っていなくて、申し訳ないんですけれども、１回

入ったところから移る為に違約金というのが発生するかと思います。それで、入ったところ

から移るまでにかかった経費を負担したという経緯になったと思います。よろしくお願いし

ます。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） その実質的なお金をお払いしたということですよね。かかったお金を

払ったということなんですね。 

○副委員長（清水和弘君） 山田部長。 

○教育部長（山田 洋君） はい、おっしゃるとおりでございます。 
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○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 学校ネットワークの管理費について、さっきいろいろネットワーク用

分離業務とかセキュリティーネットとか、いろいろ難しいということでお話があったんです

けれども、この業務委託している甲斐市の中では委託している業者というのは２社というこ

とですか、何社と委託契約をしているんでしょうか、これに関しては。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 委託業務につきましては、株式会社ジインズという１社でご

ざいます。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 学校ネットワークに関しては、業者は１社ということでいいんですか、

これ全部。ちょっともう１回、ちょっと名前何ていいましたか。ジインズ。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 例えばインターネットの回線使用につきましては、デジタル

アライアンスという会社と契約しています。パソコンの関係のネットワークですとかそうい

うものの管理支援業務の委託につきましては、株式会社ジインズというところに委託してお

ります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 先ほど内藤委員の修繕とかいろんな話が、学校の修繕とか出ましたけ

れども、ちょっと気がついたことなんですが、１校10件とさっきおっしゃいましたけれど

も、そうすると学校では必要のあるところから順番に出すんですよ。だけど例えばガラスが

割れているとか、だけどあのガラス割れていても大して大丈夫かなとそっちよりこっちのほ

うが大事だとかと学校が判断すると、ずっと古いガラスの割れがそのままになっていたなん

てことがやっぱり昔、昔というか、あったんですよ。私やっぱり例えばそういう危険なとこ

ろとかということに関しては、必ず早くすぐに修繕するというようなことをやっているとは

思うんですが、何かちょっとそういうことが学校であったので、割れたガラスがそのままに

なっているなんてことは信じられないですよね、だけどあったので、ちょっとお伺いしよう

と思ったんですが、大丈夫でしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 徳井係長。 
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○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  各学校の予算の中には個別に修繕費を盛っております。緊急的にガラスが１枚、２枚割れ

たという事案に関しましては、その予算から早急に支出していただいて、こちらのほうに要

望を上げていただくのは工事とか、かなり金額がかかってしまうようなものについて要望を

上げていただくようにしております。軽微なものにつきましては、学校の予算で対応してい

ただいておりますので、よろしくお願いします。 

○副委員長（清水和弘君） よろしいでしょうか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） ２ページの事務局運営費の中で、ちょっと防犯関係のことをお聞きし

たいと思うんですよ。５行目の防犯ブザー、これ入学時に渡すものだと思うんですが、新し

く、予算には細かくなかったんだけれども、こども110番プレートと240枚作ったと、約１

枚1,000円弱でしょうか。これは小学校の11校区なのか、それとも中学まで入った16か、ど

こまで１校当たり何枚ぐらい、そこら辺までちょっと教えていただけますか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） こども110番のプレートにつきましては、各小学校の学区ご

とにプレートがあります。学校別につきましては、かなり差がありまして、例えば竜王小学

校ですと54件ですとか、敷島北小ですと106件ですとか、その学区によってかなり件数の差

があります。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） ここであらかじめ申し上げます。 

  本日の会議は時間を延長して行いますので、ご了承願います。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） 今回240枚ということは補充という意味ですか。全部足していくと、

今まで入っていたところも足すと、240じゃ足らないと思うんだけれども、この辺どうなん

ですか。 

○副委員長（清水和弘君） 森川係長。 

○教育総務係長（森川嘉亮君） お答えします。 

  このプレートの購入につきましては、おおむね５年に一度購入費を計上させていただきま

して、昨年、購入する前の年に各学校に調査をかけまして、おおむね老朽化されたとか、も

う既になくなっているとかという調査をかけまして、それでおおむね240という数字で購入
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させていただきますけれども、当然５年間ですので、予備分も含めて購入をさせていただい

ております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 基本的に防犯ですから、110番何件あるかちょっと私は分かりません

けれども、結構あると思うんだけれども、事が起きたときにどういう態勢を取りますか。例

えば小学生が飛び込んだ、110番の家はまず何からするんですか。そういうチャートという

かそういったものは出来上がっているんですか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） チラシがございまして、すみません、今こちらには用意して

ませんけれども、まず、その家庭で保護していただく。そして、警察や学校や必要なところ

に連絡をしていただくというチラシがございますので、このプレートを配るときには一緒に

配っております。その内容についてこども110番の家でも分かっていただけるようなチラシ

を配っております。 

  以上です。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 多分子供が来たらすぐ警察というのが第一報に入っているのかなと。

それから、学校、それから、教育委員会と。さらにその前に、ご家族というチャートがあれ

ばいいんですけれども、一応念のため聞きました。 

  それで、この110番の任命方法です、指定方法。これは学校長がお願いするのか、それと

も、それぞれ自薦で手を挙げてやるのか。この辺の指定の方法はどうなんでしょうか。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） 現在１年に数件増えておりますけれども、その地区で家を

110番にしたいということで学校のほうへ申し出ていただいて、学校のほうで認可というか

認めまして、市教委のほうへ連絡がありますので、そこでお渡しするような格好になってい

ます。 

  以上です。 

○委員（五味武彦君） 最後です、委員長。 

○副委員長（清水和弘君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 愚問ですけれども、これはお手当てというか、完全にボランティアで
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しょうから、そういったことは全くないですね。確認だけ。 

○副委員長（清水和弘君） 名取課長。 

○教育総務課長（名取藤吾君） はい、ボランティアでやっていただいています。 

  以上です。 

○委員（五味武彦君） ありがとうございました。 

○副委員長（清水和弘君） そのほかありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（清水和弘君） なければ、委員の質疑を終了します。 

  これで10款教育費、１項教育総務費、２項小学校費、３項中学校費及び13款諸支出金、

１項基金費のうち教育総務課所管の事業についてを終了します。 

  以上で本日の審査を終了し、散会とします。 

  あしたも午前９時30分より再開します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時５８分 

 


